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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、屋内遊戯施設について外１点、12番成澤

和音議員。 

  〔１２番成澤和音議員登壇〕（拍手） 

○１２番（成澤和音議員） おはようございます。 

  ２日目のトップバッターを務めさせていただき

ます一新会の成澤和音です。本日は傍聴においで

くださいましてありがとうございます。 

  前回の６月定例会は、さまざまな事情によりま

して一般質問を行いませんでした。今回は６月定

例会の分も含め、２倍頑張りたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  今回の質問は、大項目で２つです。まず１つ目

としては、子育て世代が待ち望んでいる屋内遊戯

施設についてです。 

  県内では東根市のタントクルセンターを皮切り

に、平成26年に山形市のべにっこ広場、平成27年

に天童市のげんキッズが次々にオープンし、注目

を集めました。また、隣接する福島県内でも同様

の施設がつくられ、子供たちが伸び伸びと体を動

かせる環境が整備されています。 

  一方で、私の周りの子育て世代の人からは、「何

で米沢にああいった施設がないの」、「米沢はい

つも子育てにおくれている」とよく聞かれます。

ここにきて何とお隣の高畠町でも、中学校の跡地

に木育を使った屋内遊戯施設を計画しています

し、先日の議員懇談会の中では、長井市にも庁舎

建設とともに計画に上がっているようです。 

  本市でもまちづくり総合計画に一度は上がった

ものの、さまざまな思惑があり頓挫した経緯がご

ざいました。次こそはと期待したところ、第２期

実施計画には掲載すらされず、議員としても、子

育て世代としても非常に残念でなりません。その

程度の思いで計画に上げたのでしょうか。やはり

米沢は子育てにおくれていると思われても仕方

ありません。 

  米沢の一番のネックは冬期間です。子供たちが

健やかで体を動かせる環境をぜひつくってあげ

たいものです。そこでお尋ねします。 

  本市の屋内遊戯施設の建設に関して、具体的な

進捗状況、時期や場所などは決まっているのでし

ょうか。 

  次に、効率的な行政運営を行うために、につい

てお伺いします。 

  近年は、市内はもとより全国各地で人手不足が

深刻になっております。総人口のうち、生産年齢

人口は、1995年をピークに減少へと転じています。

90年代前半には8,700万人だった生産年齢人口は、

2016年に7,600万人と約20年で１割強減少し、今

後はさらに加速していきます。 

  国立社会保障・人口問題研究所の推計では、出

生率・死亡率などに大きな変化がなければ、2036

年には6,200万人、2050年ごろには5,000万人を割

り込むと見込まれております。 

  今後は、労働人口が減り続けていく中で、企業

も、そして行政も働き方の概念を大きく見直しし

なければなりません。以前は「機械化によって雇

用が失われる」と言われた時代がありました。し

かし、これからは生産年齢人口が減少していく中

で、今まで３人で行っていた仕事を２人でやらな

ければならない時代がやってまいります。ＡＩな

どを活用することで実現できれば、結果的に１人

当たりの生産性を向上させることにもつながり

ます。 
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  例えば、金融機関では窓口業務の大幅な見直し

を行い、有人店舗の縮小を含めた業務の効率化を

進めています。低金利時代に入り、採算性などの

問題もありますが、背景としては機械化、いわゆ

るＡＴＭやインターネットバンキングなど、窓口

に行かなくても済む体制が整っていることもそ

の一つだと思います。 

  また、飲食店を中心に、タブレット端末を活用

して、受け付けや注文、会計などを行う店舗もふ

えてきました。これは大手のみならず、市内企業

でも同様のことです。少し前までは若年層の人た

ちが使っていると思っていましたが、今では高齢

者の方々も当たり前のように使いこなしており

ますし、機械化によって人手不足を補っていると

も感じます。 

  もう一点御紹介しますと、市内企業にお邪魔し

た際には、既にＡＩで受付業務の補助を行ってお

りました。まだまだ完成度は高くないと思いまし

たが、将来これが当たり前の時代になると確信し

たところです。そこでお尋ねします。 

  住民票等の証明書は、主に市役所の窓口でしか

発行できませんでしたが、このたび、本市でもコ

ンビニ交付サービスの導入を計画しています。市

民の利便性向上に期するだけではなく、窓口の訪

問者の減少に伴う業務の効率化にもつながると

思いますが、こちらはいつごろスタートするので

しょうか。 

  次に、今まで各種税金については、口座振替、

窓口払いだけでしたが、今年度、軽自動車税に限

りコンビニ納付が始まりました。市内の納付窓口

に訪れる方が大幅に減少したと聞きましたが、い

かがだったでしょうか。 

  最後に、先ほどもお話ししましたが、今後、生

産年齢人口の減少に伴う労働者不足が深刻にな

る中で、公務員の人材不足も起こりつつあります。

しっかり業務効率化を図り、１人当たりの生産性

を上げていくためにも、ＩＣＴ、ＩｏＴ、そして

ＡＩを活用した効率的な行政運営を模索するべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上で壇上の質問を終わらせていただきます。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 屋内遊戯施設についてお

答えいたします。 

  屋内遊戯施設の設置時期と場所についてですが、

まだ具体的にお示しできるものはございません。

従前より説明させていただいておりますとおり、

財政健全化計画や公共施設等総合管理計画との

整合性を図りながら、総合的に検討していきたい

と考えているところであります。 

  屋内遊戯施設については、天候に左右されず親

子で遊ぶことができる施設であることから、子育

て支援の重要な事業の一つであると考えており

ます。 

  県内他市においては、大型の屋内遊戯施設が

次々と整備され、置賜管内においても整備が進め

られていると聞いております。本市においても対

応の必要性を十分理解しているところですが、既

存の公共施設の活用や、今後、小中学校の統廃合

により発生する建物の有効活用を視野に、施設整

備の検討を進めていきたいと考えておりますの

で、御理解をいただきますようよろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、２の（１）の

コンビニ交付サービスの導入はいつごろかにつ

いてお答えいたします。 

  コンビニ交付サービスは、平成30年８月末現在、

全国で538団体が導入しているサービスで、県内

では山形市、酒田市、鶴岡市が既に導入しており、

今後、長井市、天童市も導入を予定しております。

国の特別交付税措置の期間内であります平成31

年度末までには、全国において実施自治体の急速

な増加が見込まれております。 
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  議員には、これまでも御質問いただいてまいり

ましたが、「まちづくり総合計画第２期実施計画」

策定の中で、今後の市民サービス・利便性の向上

や窓口業務の効率化など、総合的に検討した結果、

平成31年度中に事業実施をすることとなりまし

た。 

  現在進めております住民基本台帳システム更新

作業と並行しながら、国の特別交付税措置の期間

内に着実にシステム構築を行っていくことを考

えますと、より綿密な打ち合わせや作業時間を確

保する必要があります。 

  このたび提出いたしました補正予算の債務負担

行為補正について御承認をいただきましたら、早

急にベンダーを選定し、コンビニ交付サービスの

システム構築を行ってまいります。導入時期は、

現在のところ平成32年３月稼働を想定している

ところです。 

  コンビニ交付サービスは、全国のコンビニエン

スストア等のキオスク端末で、マイナンバーカー

ドを利用して、住民票や戸籍などの各種証明書が

取得でき、交付時間も朝６時30分から夜の11時ま

でと非常に利便性の高いサービスであります。一

人でも多くの市民に知っていただき、サービスを

御利用いただくことや、マイナンバーカードがな

ければ利用ができないサービスであることを、さ

まざまな機会を捉えて積極的にＰＲし、マイナン

バーカードの普及促進を行ってまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、軽自動車税のコン

ビニ納付を実施した効果についてお答えいたし

ます。 

  市税の納付方法につきましては、納め忘れがな

く、納付のために出かける必要のない口座振替制

度を推進してまいりましたが、納税者の方によっ

ては、納付書での納付を希望される方も多くいら

っしゃることから、そうした方の利便性の向上を

図るため、新たに軽自動車税を対象に今年度より

コンビニ収納を導入いたしました。 

  このコンビニ収納の活用状況につきましては、

納期限の５月末時点で、１万932件の納付があり、

金額及び件数ともに軽自動車税全体の３割を超

えたところでございます。 

  このことは、多くの方がコンビニ収納を便利と

お感じになったからと理解をしており、一定の効

果があったものと考えております。 

  次に、コンビニ収納を導入したことによる事務

量に係る効果についてでありますが、軽自動車税

は５月課税の１期徴収であり、納税通知書送付日

の翌日から納期限の５月末日までが納付期間と

なっております。 

  この間、当市窓口での収納件数は、平成29年度

の916件に対し、今年度は669件で、約３割の窓口

事務量が削減になりましたが、６月以降のほかの

税目の納付を含めた年間の窓口業務量としまし

ては、その削減効果は大きいとまでは言えないと

ころであります。 

  そのほか、コンビニ収納による入金データの反

映が、ほかの納付方法と比べて１週間程度おくれ

ることから、納税証明の発行に関する市民からの

問い合わせがふえたことや、コンビニに対する手

数料の増額のほか、その支払い事務がふえたこと

など、現状としましては事務等が増加したところ

でございます。また、軽自動車税の収納率につき

ましては、納期限の５月末時点で昨年度と比較し

て0.67％減少したところでございます。 

  このようなことから、導入初年度である現時点

におきましては、軽自動車税のコンビニ収納導入

が事務の効率化と収納率の向上に直結するもの

ではないと考えております。 

  しかしながら、先ほど述べたように、コンビニ

収納を利用された方は多く、また便利になったと

のお声をいただくなどの反響もあり、納税環境の

向上には大きく貢献しているものと感じており

ます。 
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  今後、全税目へのコンビニ収納を含めた電子収

納サービス導入等の検討を進める際には、年間10

期徴収を行っている本市では、本則４期徴収の自

治体と比べて取り扱い費用等の徴税費用が２倍

以上になることが想定されることや、電算システ

ム改修費用が発生するなどの課題もありますの

で、多角的な検討を行いながら、徴収事務の効率

化の方向性を探っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、（３）のＩＣ

Ｔ、ＩｏＴ、ＡＩを活用した効率的な行政運営に

ついてお答えします。 

  社会が複雑化・多様化する中、本市の行政現場

における職員が対応する業務も年々増加してい

ることから、本市においては、効率的な行政運営

を進めていくために、事務事業の見直しなど不断

の行財政改革を進めてまいりました。 

  このような中で、御質問にもあったＩＣＴと呼

ばれる情報伝達技術、ＩｏＴ、物のインターネッ

トと訳され、ありとあらゆる物がインターネット

につながる仕組みや技術、さらに、ＡＩと呼ばれ

る人工知能などの先端技術は、日進月歩で進化し

ており、これらは私たちの生活や民間企業に広が

るとともに、近年では、国を初め地方自治体の行

政分野においても導入に向けた検討や動きがあ

ることについては認識しているところでありま

す。 

  本市におきましても、これまでパソコン、また

住基、税を初めとした各システムの導入により、

大幅に事務の効率化を図ってきており、さらに、

行政運営における人的面や財政面での制約が厳

しさを増す中で、複雑化・多様化する市民ニーズ

や行政課題に対応するため、ホームページのリニ

ューアルやフェイスブックによるＳＮＳでの情

報発信、また教育現場においては、タブレットや

電子黒板の導入など、ＩＣＴの活用を進めてきた

ところであります。 

  このように、今後とも市民サービスの向上や行

政運営面において、効率化が図れるものについて

はＩＣＴを活用していきたいと考えております。 

  続きまして、ＩｏＴ、ＡＩの活用についてであ

りますが、この２つについて活用した行政サービ

スの実例は本市にはございませんが、冒頭申し上

げましたとおり、国を初め先進的な自治体では実

用化に向けた実証実験なども行われているとこ

ろでございます。 

  具体的な事例を申し上げますと、川崎市では、

平成28年に民間企業と協力して、ＡＩによる住民

問い合わせ対応サービスの実証実験が行われた

ところであり、職員の業務負担の軽減やノウハウ

の蓄積、的確かつタイムリーな情報提供など、さ

まざまな視点から検討されているようでありま

す。 

  しかしながら、行政サービスの提供に当たって

は、若い人からお年寄り、障がいをお持ちの方な

どそれぞれの事情に応じた極めて細やかな対応

が求められ、さらに、現在は市民の多種多様なニ

ーズがある中、それぞれのケースに応じて対応し

ていく必要があります。 

  将来的には知識や判断を必要とする複雑な業務

も可能になるのではないかと期待されているこ

とも事実でありますが、現時点における自治体で

のＡＩなどの活用は実証段階にあるものが多く、

さらに高額になると想定される導入費用、セキュ

リティー対策などの大きな課題もあることから、

行政運営における実用化については、他自治体の

状況なども踏まえ、研究をしていく必要があると

考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） まずは、簡潔、明瞭な

御答弁ありがとうございました。 

  順番に沿って再度質問させていただきたいなと

思います。 
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  まずは、屋内遊戯施設に関してになります。 

  先ほど本当に残念だなと思ったのは、具体的に

お示しできない。まだか。非常に残念でなりませ

ん。今回２期目では掲載されていないで、３期目

でぜひとも掲載していただきたいなと思ったと

ころですが、前回、要するに１期目です。１期目

のときに中止になってしまった。それの反省点を

次生かせるのか。要するにまた起こるんじゃない

かという不安があるわけです。そこの反省点をど

のように捉えておりますでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 １期目で中止になったと

いう反省点についてでございますが、実施に至ら

なかった理由としましては、施設整備についての

条件が整わなかったというふうなことによるも

のであります。子供が利用する施設でございます

ので、まずは市としては確保すべきは安全、安心

であるというふうに、そちらのことを最優先に考

えまして、設置場所の検討を進める必要があると

いうふうに考えております。１期目の反省点を踏

まえまして、十分な検討と精査を行っていきたい

というふうに考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 私がそのときの情報を

思い出したところだったんですが、もう選択肢が

なかった。要するに中心部に設けたい、じゃあこ

こでいきたい。結果的にそこがだめになったから、

もう頓挫してしまった。よく場所も選定せずにこ

こでいきたいと言ったのが大きな誤りかなと。 

  普通候補地を決める上では、ある程度の選択肢

を設けて、課題、メリット、デメリットを考えて

結果的にここにしよう、そういうふうに決めてい

くんじゃないでしょうかね。 

  ただ、前回に関しては、ここ一本で、要するに

中心市街地活性化に寄与するような施設にする。

でも、根本的に考えていただきたいのは、これは

誰のための施設だということですよ。中心部に寄

与する、それは二の次、三の次で、結果的に伴っ

たらすごくいいと思います。 

  ただ、これは子供たちの施設なんですよ。保護

者のための施設なんですよ。要するに利便性の悪

いところにある、駐車場がない。私も子供います。

５歳、３歳、１歳いますけれども、３人連れて駐

車場から歩いていく。これ吹雪の中で行けるのか、

本当に保護者のことを考えてやっているのか。そ

こを私は疑問に思います。だからこそ、子供たち

の施設、そこを最優先に考えて物事を進めていっ

ていただきたいなと思います。 

  そして、何よりも現場を理解しているこども課

が主導して、こういったところをやりたい、ほか

の課とも連携して、先ほども公共施設のストック

を活用してと言いましたが、こども課がぜひとも

ほかを巻き込んで進めていっていただきたいな

と思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 全くそのとおりだという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） ぜひ着実に進めていっ

ていただきたいなと思います。 

  次になんですが、先ほどもお話ししましたが、

高畠町では、来年の夏に県内最大級の木育施設、

遊戯施設を計画しております。長井市でも恐らく

近いうちに庁舎の完成とともにやっていくとい

うことでした。 

  私以前山形とか東根のほうにお邪魔しましたが、

うまく連携している。要するに重複している施設

ではない。それぞれの個性を生かした施設で、お

話聞いてきましたが、別の自治体とも連携してそ

ういった子供の受け入れ体制をつくっています

というようなお話だったんですよ。いや、すごい

なと思いました。やっぱり一歩も二歩も先進んで

いるなと。 

  今回、高畠町でも長井市でも計画しております

が、ぜひ米沢でも名乗りを上げるときは、要する

に同じような施設じゃなくて、米沢らしさ、高畠
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町は木育というコンセプトを決めました。長井市

は長井市で。米沢のコンセプトを設けてほかと連

携していっていただきたいなと思いますが、そこ

ら辺の情報収集はどのようになっておりますか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 近隣市町の計画について

の情報収集のほうは随時進めているところであ

ります。コンセプトにつきましては、まだ米沢市

のほうでは決まってございません。 

  ただ、広域的な利用というふうな見方からして

も、近隣の屋内遊戯施設のコンセプトと重ならな

いように配慮は必要であるかとも考えてござい

ます。そのためにも、他市町との連携のあり方等

も含めて検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） ぜひ置賜３市５町、今

回つくるのは１市１町になりますが、連携進めて

米沢も早く進めていっていただきたいなと思い

ます。 

  私もいろいろ調べてみますと、すごく驚いたの

が、屋内遊戯施設、公共施設であろうとも、実は

口コミがすごくあるなと思ったところです。先日

の鳥海議員の話ではないですが、つくって終わり、

要するにインターネットのランキングの中でも

２とか３じゃなくて、それを高めていくことが重

要かなと思います。 

  要するにゴールデンウイークとかお盆とか、県

外の人からも米沢に来て遊んでもらう。観光客と

か交流人口がふえるような施設をぜひともつく

っていただきたいなと。これから計画を練ってい

くんだとは思いますが、そういった施設をぜひと

も目指していっていただきたいなと思います。 

  先ほどもお話ししましたが、中学校の施設であ

ったり、公共施設等総合管理計画に基づいて順次

進めていきたいと。私見ました。例えば中学校の

統廃合、今現状進んでおりますが、いつになるの

かわかりませんよ、これ待っていたら。何年先で

すか。 

  要するに、今回統廃合対象になっている学校と

いうのは、築40年、50年、そういったような施設

ですよ。これで果たして３期目で掲載できるのか。

何年たってもできないと思います。だから、もっ

と幅広い視野を持っていただきたい。例えば現在

使用しているような施設、そういったところも含

めてもっと早目に検討できないものでしょうか

ね。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 最初に答弁いたしました

とおり、やはり小中学校の校舎で旧校舎となる部

分について利用させていただくというものが、経

費的には一番安いというふうに考えてございま

すので、そちらを待ちたいというふうなことを申

し上げるのが一番の話だったというふうに考え

ております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 今回通告はしていない

ので、ぜひ思いだけ酌み取っていただきたいのは、

中学校の統廃合、さまざま準備もあるとは思いま

す。でも、待っている人たちも多いわけなんです。

こういった使える施設、ぜひ早目に検討していっ

ていただきたいなと思いますし、私見たところ、

例えば中学校で統廃合決まっているようなとこ

ろで活用できるとしたら、七中とか。 

  でも、これの統廃合、あと何年先になるかわか

りません。それ待っていたら、いつまでたっても

つくれないですよ。諦める、もうそっちのほうが

潔いかなというぐらい。だからこそ、こども課が

主導してほかの課とも連携して進めていってい

ただきたい、そういったことを強く、強く要望さ

せていただきたいと思います。 

  ここで市長にお伺いさせていただきたいなと思

います。 

  今のことも鑑みると、小学校、中学校の統廃合

とか、そういったのを待っていたらいつまでたっ

てもできないと思います。市長的には公共施設を
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活用してというような考え方だと思いますが、既

存の利用されている施設、そういった中でも対象

とすることはできないものでしょうか。市長の考

えをお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 既存の施設を利用してということ

でありましたけれども、いろいろ第１期実施計画

で検討した屋内施設、これが頓挫してしまった経

過の後に、今米沢市として屋内遊戯施設というも

のの可能性についていろいろ検討をしてきまし

た。そういった中で、いろいろ施設が幾つかあっ

たんでしたけれども、現在供している目的もあっ

たりしまして、なかなかそれを簡単に外して新た

な遊戯施設にすることの難しさもあったという

ふうに思います。 

  それで、当面でありますけれども、すこやかセ

ンターにある小さな遊戯施設でありますけれど

も、それを拡大して、そして木を、やっぱり先ほ

ど言われました木育的なところを、まず当面そう

いった遊戯施設の目的といいますか、子供さんた

ちに対する木育ということも十分考えながら、そ

れをやっていこうという方向性は出しておりま

す。 

  ただ、それでいいのかと。じゃあ、これから統

合されるそれぞれの学校を使ってといいまして

も、やっぱり議員も御承知のとおりに、先ほどお

述べになられましたように、やっぱり利用しやす

いところに建設するのがというみたいな御質問

の内容もありましたので、どうしても統合する小

中学校においては、基本的には周辺部のあれが多

いというようなこともありまして、それが本当に

利便性の高い遊戯施設になるかというと、またこ

れもいろいろ検討してみなきゃならないという

ふうに思っております。 

  そして、最終的に申し上げるならば、やっぱり

お子さんを持っている保護者の皆さんとか、その

ほかの方々からも、この屋内遊戯施設の要望とい

うのは物すごく強いというものは私も承知をし

ております。それで、何とか単独で建てられるも

のであるのかないのかというものは、今後、もち

ろんいろいろ常に行政課題というのは降りかか

ってくる部分もありまして、財源の確保をどのよ

うにしていくかということをしっかりと見据え

ていかないと、建設ということにもなかなか簡単

に、ここで私からどうしますということは申し上

げられませんけれども、しかし、その屋内遊戯施

設のあり方については十分に承知をし、認識をし

ておりますので、今後もう少し検討をさせ、財源

的にも、また利用されなくなる校舎のあり方につ

いても、今後検討させていただきたいと、このよ

うに考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 市長、ぜひとももうち

ょっと力強いようなお言葉で。万が一、例えばさ

まざまなやっぱり物事を進める上では批判もご

ざいます。ですが、私は子育て応援ということで、

ぜひとも頑張ってまいりました。そういったとこ

ろで、ぜひ応援していきたいなと思いますので、

当面と言わず、もっと早い段階で進めていってい

ただきたいわけなんです。 

  もちろんお金もかかります。財政的な負担もあ

るというのは十分承知しております。だからこそ、

私単独であろうとも、１回目につくるものは新し

く新築という要望ではありません。既存の施設、

高畠町のように今あるものを使うことによって

ぐっと建設費を圧縮できる。中身のほうに充実で

きるんじゃないかなというところを強く思って

おります。 

  本当に一例で、私の思いとして受けとめていた

だきたいなと思ったのは、公共施設等総合管理計

画の中で見させていただきました。屋内遊戯施設、

どこがつくれるかなと思ったところ、前回の予算

特別委員会でも質問させていただきましたが、市

内の中心部、アクティー米沢が一番の候補地に向

いているんじゃないかなと。 

  メリットとしては、中心部に近い。体育施設、
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体育館もある。一定の駐車場も確保できている。

２つ目としましては、隣に先ほど言ったすこやか

センターのプレイルーム、木育を使ったプレイル

ームもある、健康課もある。屋内遊戯施設に関し

ては、やっぱりすみ分けというのが重要かなと思

います。 

  要するに小学６年生と１歳児、同じ場所で遊ば

せるというのは不可能に近い。体格差もあります

し、けがするおそれもある。ある程度すみ分けし

て、例えば未就学児童はすこやかセンターのプレ

イルーム。それで、アクティーのほうで屋内遊戯

施設にするとかさまざまな、本当に一例にはなり

ますけれども、そういったところもぜひ判断して

進めていっていただきたい。 

  何で申し上げたかというと、先ほど言ったとお

り、既存の施設、要するに使っている人がいると

いうことは、やっぱり並大抵のことではないと思

います。当然批判もあります。そこをどうやって

克服していくかを考えてもらいたい。何年かかる

かはわからないです、納得していただくには。 

  もしかしたらその間にほかの場所もできるかも

しれませんが、その時間を鑑みると、計画に上げ

てから物事を進めれば、また前回の二の舞になっ

てしまう。今からやっていかないといけないこと

なんだよということを強く申し上げたいなと思

いますが、そういった既存施設、今現在、私一例

で挙げさせていただきましたが、そういった活用

も含めて検討課題に上げていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ただいま議員申されまし

たアクティー米沢でございますが、同施設につき

ましては、建物の規模が適当であるというふうな

こと、それから耐震の補強工事が不要であるとい

うふうなことから、転用の候補の一つとしては上

げているというふうに考えております。 

  しかしながら、同施設については、勤労者の福

祉施設として活用することを条件として国から

譲り受けた施設でございますので、そこには活用

のための制限がもちろん入ってございます。 

  さらに、アクティー米沢につきましては、平成

29年度の年間の延べ利用の人数につきまして７

万人を超えてございます。多くの利用があります

ので、その利用については体育館だけじゃなくて、

それからトレーニングルーム、エクササイズ室、

会議室など幅広い形で利用していただいている

ものであります。そういったことから考えまして

も、代替施設の確保については難しいというふう

に考えているものであります。 

  このような課題があって、公共施設の転用につ

いては、現在の施設の利用状況等をやはり勘案し

ながら、慎重に検討する必要があるんだというふ

うに考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 今のお話ですと、候補

地は何個かいろいろ検討はしている。でも、例え

ばアクティーの場合はデメリット、７万人を超え

る利用者がいたりとか、ただ、私何で申し上げた

かというと、このアクティー米沢、体育施設とか

エクササイズ施設、会議室、ほかの公共施設と重

複している部分が非常に多い。ほとんど重複して

いるんじゃないですか。だから申し上げさせてい

ただいたわけなんです。 

  これから学校の統廃合が進めば、体育館だって

いっぱい出てきます。そういったところで代用で

きますし、現在、市営体育館においてもトレーニ

ングルームあるわけなんですよ。会議室なんて市

内もうどこでもあります、コミセンだって使える

し。だから申し上げさせていただいたわけなんで

す。 

  そこを、ここにしろと言うわけではありません。

先ほど候補地上げたわけですから、こういったと

ころだとこういったメリットがあるけれども、で

も、課題はあるよね。でも、ここだと越えられる、

乗り越えられる壁だなというようなところをぜ

ひとも判断して進めていっていただきたいなと
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思います。 

  次になりますが、今のところ、当面本当にいつ

になるのかわからない状況で非常に残念だなと

思いますが、ぜひ建設する場合において頭に入れ

ていただきたいことがありまして、単独で考えな

いでいただきたい。要するに子供たち遊べればい

いや、そういった施設をつくるのではなく、例え

ばですよ、保護者の方が集えるような施設、子供

たちを遊ばせながら、保護者同士の意見交換であ

ったり交流ができるようなものをやってもらい

たいなと。 

  天童市のげんキッズに関しましては、例えば市

内の保育施設の情報が全部満載、掲載されていて、

遊びに行った子供、今度どこの保育園に行かせる

かなというような情報が入ってくる。今度できる

高畠町に関しては、相談員を設けるそうです。何

か子供の悩みとか、そういったのを全部相談でき

るような子育て支援センター、それをぜひ一緒に

つくっていただいて、複合的な施設を目指してい

ただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ただいまの子育て支援セ

ンターの併設でございますけれども、子育て世代

の方々からも交流や相談窓口への要望というの

はたくさん出ております。親子が集う場であり、

交流し合える場、また子育ての悩みを気軽に話せ

る場として、屋内遊戯施設の果たす役割の一つと

考えていますので、施設整備の際には検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） じゃあぜひ、もう一度

質問します。もう一度質問するので、次はいい御

答弁いただけるように期待したいなと思います。 

  続きまして、効率的な行政運営を行うためにと

いうことで、まず１番目のコンビニ交付から、私

この質問をするのは４回目でして、本当にコンビ

ニ男と言われてもおかしくないかなと思います

が、平成31年度中、平成32年３月中につくる、導

入するということでしたが、これもう少し早くで

きないんですかね。 

  例えば３月、４月というのは転入出が多く、住

民票の交付、さまざまな手続が多い時期でもあり

ます。これを一、二カ月早くすることによって、

要するに市役所の混雑ぐあいを一定程度、全部と

は言わないです、解消できるんじゃないかなと思

いますが、時期的に早めることは可能なんでしょ

うか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 先ほど壇上でもお話しし

たところでございますけれども、住民基本台帳シ

ステムの更新が実はございます。そちらが１月稼

働を今想定しているところでございまして、そち

らのシステムとのかかわりがあることから、平成

32年３月という設定をしているところです。その

住民基本台帳システムの進捗状況を見ながらと

いうことになりますけれども、できれば少しでも

早く実施したいというふうには考えているとこ

ろでございます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） ぜひ頑張っていただき

たいなと思うのは、やっぱりスタートというのは

重要だと思います。日本で言うと、年度は４月か

ら始まりますが、４月導入だと遅い。だからとい

って３月も年度末で非常に混雑するということ

も鑑みれば、一刻も早く、もう１月でも２月でも

早くできるんであれば頑張っていただきたいな

と思います。 

  このコンビニ交付、私もいろいろ調べてまいり

ましたが、非常にすばらしいシステムかなと思い

ます。 

  ただ、一方でまだまだ普及率が低い。一番発行

枚数が多かったのは、たしか大阪市だったかなと

思いますが、これはもちろん人口が多いから発行

枚数が多かった。一番普及しているような自治体

であろうとも、住民票の発行枚数の大体10％程度

がコンビニ交付で発行されている、そういったこ
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とを見させていただきました。 

  一番は導入して終わりじゃなくて、導入するこ

とによって窓口に来る人がどんどん減っていく

のであれば、もっともっと普及させるような取り

組みをしていかないといけない。 

  ましてや米沢市がコンビニ交付を始めるという

のを知っている住民の方はやっぱりまだ少ない

かなと思います。ここをいかに周知して利用して

もらえるか。一番の鍵はマイナンバーです。マイ

ナンバーカードを持たなければ利用できない。そ

のマイナンバーカードを普及させるための取り

組みについて、今現在どういうふうなお考えなの

かお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 マイナンバーカードの交

付開始から、その普及の促進を図るために周知を

これまで図ってきたところでありますけれども、

残念ながら現在の交付率は7.41％ということで、

若干県平均を下回っているというような状況で

あります。 

  コンビニ交付サービスが利用できるためには、

議員おっしゃったとおり、このマイナンバーカー

ドを所有していないといけないということにな

りますけれども、コンビニ交付サービスが利用で

きることになりますと、市民の意識も変わって、

カードをつくる方も増加するんではないかとい

うふうに期待しているところであります。 

  それで、現在、市民課のマイナンバーカードの

窓口ですけれども、タブレット端末によりまして

写真撮影からオンライン申請までの作業を職員

がお手伝いするということで、利用者の方もふえ

ているところです。そのほか、時間内に来庁がで

きないという方のために、休日窓口開設なども行

ってマイナンバーカードの普及に努めていると

ころでございます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） マイナンバーカードの

普及に関して鋭意努力されているんだなという

のは十分承知しておりますし、先ほどもありまし

たタブレット端末を取り入れてお助けをしてい

るとか、そういったところにもいろいろシステム

化、入っているんだなと思います。 

  都城市で先駆けてやった取り組みが全国的に広

がって大変すばらしいかなと思いますが、今まで

マイナンバーカードを持つメリットが一切なか

った。今回はコンビニの交付が始まる。これを１

枚持てば市内どこでも住民票とれるんだよとい

うことをしっかりと周知する。 

  ほかのところですと、市役所に住民票の交付は

コンビニでとかというすごい大きな横断幕があ

るわけなんです。何だ、何だと思うと、市役所に

行かなくても交付できるよというようなところ

をＰＲしていたり、ほかのところですと、例えば

マイナンバーカード、民間企業と連携して、それ

をコピーとかじゃなくて、提示するだけでも金融

機関の金利優遇を受けられたりとか、取り組みは

無限大だと思いますので、ぜひ頑張っていただき

たいなと思います。 

  時間もなくなってきましたので、続きまして、

コンビニ納付に関してお伺いしたいと思います

が、どうしても当局の方と私の認識が違うという

か、私も仕事はしておりました。仕事をする上で、

一番の阻害要因、阻害と言ったら失礼になるんで

すが、効率が落ちるときというのは、やっぱり来

客があるとき、電話応対があるときなんです。 

  これによって、本当は進められた仕事ができな

くなる。そういったところを含めれば、なるべく

来る人を減らすというような取り組みが私は重

要なのかなと思います。もちろん市役所は大きい

ので、窓口業務の人と経理の人とかさまざま分か

れているとは思いますが、窓口に来る人がいなく

なるのであれば、こっちに集中できる。打ち込み

作業に専念できる。 

  別の件で視察に行ってまいりましたが、一新会

と公明クラブ様のほうで沖縄県那覇市のほうに

お邪魔してきました。本当に別の視察だったんで
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すが、おもしろい話を聞いたのは、公共施設の利

用料に関して、今まで市役所で受け付けていたの

を一切やめてコンビニ振り込みにしたそうです。

したことによってかなり業務の効率化を図れた

というようなお話がありました。 

  もう一例挙げさせていただきましたが、その使

用料に関して多岐にわたるので、そういったとこ

ろから始めてもいいんじゃないでしょうか。いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 確かに議員おっしゃるとおり、

窓口に来られる方々の対応の業務量となかった

場合の業務量を比較すれば、当然ながら業務負担

は減るとなります。しかしながら、やはり一方で

はコストもかかってしまうというデメリットも

ございます。 

  壇上から申し上げましたけれども、税に関して

申し上げれば、現在、本市では10期徴収をしてお

りますので、仮にですけれども、全税目について

コンビニ納付を導入した場合でありますが、現在

窓口の取り扱い金融機関につきましては手数料

が税込みで６円48銭のところが、コンビニでは税

込みで65円90銭になってしまいます。10倍強、こ

ういった経費もかかります。 

  それで、仕事の仕方については、議員おっしゃ

るとおり、これから検討すべき点もあろうかと思

います。確かにコンビニ納付を導入すれば市民サ

ービスの向上になりますので、そういった点では

検討すべき課題かもしれませんけれども、同時に

何度も繰り返しますがコストは増加すると。便利

さを追求しまして、行政サービスの向上を図ると

いうこととコストの費用対効果の側面、それから

本市にとってのあるべき市民サービスの範囲、あ

るいは適正な範囲というのがあろうかと思いま

す。そういったところを総合的に勘案しながら検

討していこうと思っておりますので、いましばら

くお時間をいただきたいと思います。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 今の考えですと、今や

っていることにプラスアルファで考えれば、それ

はコストはふえますよ。私が言っているのは、例

えば那覇市でやったことは、今まで市役所に来て

いた、それでお金を払っていた人もいるけれども、

それを全てコンビニ納付に切りかえた。そういっ

たことによって、窓口の人を配置しなくても済ん

だというような効率化のお話を聞いてきました。 

  もちろん手数料はかかりますが、その分の人件

費が削減できたというようなお話だったので、そ

こを酌み取っていただければ非常にうれしいな

と思いますが、また手数料云々の話をされると困

りますので、次に移りたいなと思います。 

  ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩを活用したほうに移らせ

ていただきますが、私もいろいろ前回、前の会社

ではシステム化とか導入してまいりました。ホー

ムページもＨＴＭＬからＣＭＳに切りかえたり

して、びっくりしたのは、本当に倍半分、時間の

効率化が図れました。 

  やっぱりその分時給換算すると物すごい効果、

初期の費用はかかったけれども、これが最初だけ

なんです。もうランニングコストで言えばはるか

に早い、いち早く導入することによってもう元は

取れる年数が早まっていく。そこをトータルして

考えていかなければならないものかなと思いま

す。 

  そこでですが、例えばまだやっぱり先ほども話

しましたが、ＡＩの完成度は高くない。ただ、や

っぱり今から検討していく。例えば総合案内窓口

にもうタブレット１台どんと置いて全部誘導し

てもらえるような、そういったところも、今では

ないにしても将来的にはそういった情報もキャ

ッチして導入する、しないというのをやっていか

なければならないかなと思いますが、これはちな

みにどこでＩｏＴ、ＡＩを活用した、要するにＡ

Ｉ活用推進課なんて米沢にはないわけですから、

どこの課で担っていくのかお伺いしたいと思い

ます。 
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○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 先ほど申し上げましたよ

うに、ＩｏＴ、ＡＩは私どものほうは取り組んで

おりません。ＩＴという意味で情報技術全体につ

きましては、総合政策課の中に情報システム担当

というのがございますので、今後、さまざまな技

術発展があって、行政としてもかかわりをもつと

いう場合には、そちらのほうが中心となって検討

を進めていくということになろうかと思います。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 大変な分野だと思いま

す。先ほども話に出ましたが、日進月歩、私も１

年前の情報はもう既に遅い情報になってしまい

ますし、ここで総合政策課のほうで、情報の担当

の方で米沢をリードするような労働、働き方改革

を実践できるような課をぜひ目指していってい

ただきたいなと思います。 

  あともう一例だけちょっと挙げさせていただき

ますと、すごく技術進歩がすごいなと思ったのは、

ホームページを見たときに、問い合わせしようか

なと思ったんです。 

  ただ、そのホームページにＡＩが組み込まれて

いて、一応駐車場の台数はとか、もうちょっと詳

しく言うと、車の高さ制限はどれぐらいですかと

ＡＩに入力したら、返ってきたんです。高さ制限

は2.1メートルまでです、立体駐車になっていま

すとか。そこまで技術が進歩したんだなというよ

うなことでした。 

  例えば県外の方とか、市内の方が、ああ、ちょ

っと行政に電話しようかな。電話すれば、先ほど

言った応対しなければいけない。業務の低下につ

ながってしまう。例えばホームページにそういっ

たものを組み込んで、そこで応対できる。それが

どんどん広がっていければ、かなりの効率化につ

ながると思いますが、実際いかがでしょうか。Ａ

Ｉなどを組み込んでみてもおもしろいと思いま

すが。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 将来的にはあり得る話だ

ろうというようなところで思っております。です

が、現時点では高齢者の方などさまざまいらっし

ゃいますので、お問い合わせに関しましては、基

本的に電話なり、対面という形であっても丁寧に

職員がお答えするということが基本であろうと

考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） さまざまの中に私たち

みたいな若い世代は入っておりませんか。要する

に日中仕事して、現役で、市役所に行けない、問

い合わせしても電話出ない、そういった人たちの

ためにも対応できるようにしていっていただき

たい。 

  見ている先は、そういった人、使えない人なん

ですか。そこを考え方変えていただきたい。私た

ち若い世代も行政が身近になるような取り組み

をしていっていただきたいなと強く要望させて

いただきます。 

  最後にさせていただきますが、先ほど総合政策

課のほうで担っていくということでしたが、私す

ごく感じることがあります。日本って遅いなと思

うのは、アメリカで例えば導入されたものが５年

おくれ、10年おくれて日本にやってくる。民間企

業で取り組む。さらに５年、10年おくれて行政の

ほうにやってくる。これを行政がいち早く察知し

て５年、10年先にして、民間企業と同じぐらいの

スピードでできれば、かなり便利な行政になりま

すよ。 

  そういったところをぜひ意識してやっていただ

きたいですし、米沢は何のまちかというと、学園

都市、研究開発の拠点、最先端技術のまちとうた

っている我々がそれを知らない。技術面じゃない

ですよ。いや、ここをこうやらないと有機ＥＬつ

くれないというわけじゃなくて、それをどういう

ふうに使えるかを考えられる頭脳に私はなって

いただきたいなと思います。ぜひその取り組み、

姿勢だけでもいいので、５年、10年早く取り入れ
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られるような体制であったり考え方、そういうふ

うな意識を変えていただけないでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 そのような意識は私ども

のほうももちろん持っておりますし、大学などと

もさまざま意見交換をしております。このＩＴ分

野、ＩＣＴも含めてなんですが、さまざま情報分

野に関しましては、国でもさまざま研究をしてお

りまして、今2040に向けた戦略の研究会というも

のを持っていますが、一自治体だけでやっては無

駄だと、重複する研究開発はやめようと、全国的

にプラットホームをつくろうというような動き

を国のほうでも相当強く進めております。そのよ

うな動きも見ながら、私どものほうも地元企業、

大学とのさまざまな情報を今後とも求めていき

たいと思っております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 最後と言ってしまいま

したが、手を挙げてしまいました。すごくいい取

り組みだなと思いますし、決して山形県内の自治

体と一緒にやるというわけでもないと思います。 

  例えば山大の先生方を中心として、ほかの自治

体と一緒にやっていくとか、下手すれば県でもい

いと思います。何といったって最先端技術が詰ま

った山大があるのは米沢ですから、この米沢とど

こか一緒にコラボして研究開発して、プラットホ

ームをつくっていただければ、米沢も輝かしい未

来が待っているのかなと思いますので、最後期待

を申し上げて私の一般質問を終わらせていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で12番成澤和音議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の受動喫煙対策をどう進めていくの

か外２点、６番山田富佐子議員。 

  〔６番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○６番（山田富佐子議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  公明クラブ、山田富佐子でございます。本日も

お忙しい中、傍聴に来ていただきました皆様、本

当にありがとうございます。 

  ことしの夏は「命にかかわるような気温」とい

う本当にすごい、今まで聞いたことのないような

言葉を何度もニュースで耳にしたところですが、

季節は一変して秋に変わりました。 

  ９月は、「がん征圧月間」とともに「健康増進

普及月間」でもあります。「健康増進普及月間」

とは、健康に対する国民一人一人の自覚を高め、

健康づくりの実践を促進していくことが目的で

す。「１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後

にクスリ」これが健康寿命の延伸の標語です。 

  今月９月１日号の広報よねざわは、健康長寿日

本一を目指す本市の意気込みが感じ取れるよう

な記事が満載でした。 

  最初の質問は、本市の受動喫煙対策をどのよう

に進めていくのかについてお伺いをいたします。 

  厚労省の報告では、たばこによる総損失額は２

兆500億円、内訳として、喫煙者の医療費１兆

2,600億円、受動喫煙が原因の医療費3,300億円、

歯科治療費1,000億円、たばこ火災による被害は

980億円との報告がありました。 

  この報告の分析のほかに、たばこが原因で病気

になり、その後必要になった介護費用やたばこが

原因で起きた火災の消防費用、吸い殻の処理など

の清掃費用も算出しております。 

  本県の損失額は199億円で、喫煙者の医療費125

億円、受動喫煙が原因の医療費は33億円、介護費

用24億円でした。喫煙による死亡者は年間13万人、
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受動喫煙による死亡者は年間１万5,000人、合わ

せて14万5,000人の方がたばこの害により死亡し

ています。 

  成人がたばこを吸うのは自由です。しかし、2016

年国民調査の結果、山形県は20歳以上の男性の喫

煙率は全国14位、女性は35位でした。しかし、年

代別に見ると、男性の30歳代、40歳代の喫煙率は、

両方とも全国６位、女性の20歳代の喫煙率は、何

と全国３位です。30歳代は７位でした。男女の20

歳代、30歳代、40歳代の喫煙率は、47都道府県の

中で上位でした。 

  喫煙行動について、状況が明らかに変わってき

ています。受動喫煙による健康被害が明らかにな

っている以上、放置できないと思います。2010年

のロンドンオリンピックから「たばこのないオリ

ンピック」が開催されており、ＷＨＯ（世界保健

機関）は、日本の受動喫煙対策は、世界でも最低

レベルとの評価です。２年後の東京オリンピッ

ク・パラリンピックを前に、望まない煙を吸わな

い環境づくりを早急にしていかなければならな

いと思います。本市の受動喫煙対策の現状につい

てお伺いをいたします。 

  次に、平成27年山形県は、「やまがた受動喫煙

防止宣言」を行い、それを受けて、平成28年には

「米沢市受動喫煙防止宣言」を出しています。本

市は、健康長寿日本一を掲げ、誰もが明るく元気

に健やかに暮らすことができるように、そのため

に健康長寿を阻害する要因の洗い出し作業を行

い、健康長寿に付加価値をつけていくとのことで

した。具体的には市民の健康を守るために望まな

い煙を吸わない環境づくりをどのように推進し

ていくのかについてお伺いをいたします。 

  ２、入学用品費の小学校入学前支給の時期につ

いてお伺いをいたします。 

  ６月についても一般質問をしましたが、深く質

問できなかったため、再度質問をさせていただき

ます。 

  このとき、教育長からは、準要保護世帯に対し、

単に所得等で一律に判断せず、入学後の子供の様

子や全児童を対象とした家庭訪問等により、児童

の生活についてできるだけ把握した上で、丁寧な

説明を行い、必要な支援が受けられなかったとい

うことがないようとの考えに基づき行っている

との返答でした。 

  また、入学前に行わない理由としては、申請手

続の丁寧な説明や対応が難しいことが上げられ

るとも返答されておりました。改めて①小学校入

学前支給について本市の現状についてお伺いし

ます。 

  ②本市は、要保護世帯に対し入学前支給を行っ

ているわけですが、準要保護世帯には、６月の教

育長の返答は、単に所得等で一律に判断せず、入

学後の子供の様子や全児童を対象とした家庭訪

問等により、児童の生活をできるだけ把握した上

で丁寧な説明を行うということでしたが、全国的

に、また県内でも前向きに検討され、今年度から

は鶴岡市を初め、入学年度前に支給を実施してい

る自治体がふえてきております。他自治体の情報

収集をされていると思いますが、実施状況などわ

かればお伺いをいたします。 

  また、丁寧な説明とありましたが、具体的には

どのようにされているのかについてもお伺いを

いたします。 

  次に、ヘルプマークの導入をどのように進めて

いくのかについてお伺いをいたします。 

  議長の許可をいただき、資料を配付させていた

だきましたので、ごらんください。 

  ヘルプマークは、赤色にハートプラスマークが

表示されています。初めて聞かれた方もおられる

と思いますので、少し説明をさせていただきます

が、資料の裏面をごらんください。 

  義足や人工関節を使用している方、内部障がい

や難病を抱えている方、または妊娠初期の方、障

がいを抱えていることが外見からではわからな

い方々を対象に、かばんや服などに身につけて周

囲の方々に配慮や支援、手助けを求めやすくする
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ためのマークです。裏には自身の名前や支援内容

などが記載できるようになっております。 

  平成24年、東京都が作成し、多くの市町村で取

り組みが進められ、山形県は今月から導入、本市

でも配布すると聞きましたが、どのように市民に

周知していくのか、周知方法や配布方法について

お伺いをいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わりますが、愛煙家

の方には大変聞きづらい質問だったかと思いま

す。たばこと病気の因果関係については御承知の

上だと思いますが、自身の健康はもとより、何よ

りも愛する家族、子供さん、孫さんのためにもう

一度考えていただきたいと思いました。 

  卵アレルギーの方は、卵を食べると時には重症

化し、アナフィラキシーショックとなり命を落と

すことがあり、食品の成分については大変に気を

使います。 

  他人の吸ったたばこの煙を吸い込むことで、頭

痛や咳がとまらなくなる方、外見上はわからなく

ても、肺の病気の方、そして妊娠初期の方は流産

や低出生体重児の生まれる原因ともされており、

できるだけ吸いたくない、避けたいと思っており

ます。 

  吸う人の権利とたばこの煙を吸いたくない人の

権利をともに守る、その課題解決に向け、健康長

寿日本一の取り組みをきっかけに一歩前に進め

るのが行政の役割ではないでしょうか。望まない

煙を吸わない環境づくりについて、前向きの御返

答を期待し、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 初めに、平成30年４月１

日現在で山形県に報告しています本市の受動喫

煙防止対策実施状況調査についてお答えいたし

ます。 

  対象となる施設は、米沢市が管理、または管理

委託する施設で、学校や市営住宅等は除くものと

されており、本市での対象施設は69カ所となって

おります。 

  平成28年12月議会で御報告した対象施設数は70

カ所でしたが、産業会館、敬師児童センター、老

人福祉センター寿山荘の３施設が廃止により対

象施設から除かれ、新たに米沢市まちなか駐車場

と道の駅米沢の２施設が加わりまして、全体では

１カ所減の69カ所となっております。 

  このうち、敷地内全面禁煙が22カ所、施設内全

面禁煙が47カ所で、69カ所全ての本市対象施設で

効果的な受動喫煙防止対策が講じられておりま

す。 

  平成28年12月の御報告では、70カ所での本市の

効果的な受動喫煙防止対策実施率は95.7％でし

たので、4.3％上昇し、現状100％の実施率となっ

ております。 

  なお、民間施設の状況といたしましては、平成

29年度山形県受動喫煙防止対策実態調査結果に

おける店舗内禁煙、または完全分煙の実施割合は、

飲食店においては「そば・うどん店」が65％と最

も高く、次いで「喫茶店・カフェ」については

50.6％、「ラーメン店」50.1％、「洋食店」50.0％

の順となっております。飲食店以外では、「公園」

が100％と最も高く、次いで「金融機関」84.2％、

「レジャー施設」82.7％、「公衆浴場」77.1％の

順となっております。 

  次に、本市の受動喫煙防止対策についてお答え

いたします。 

  自分の意思とは関係なく周囲のたばこの煙を吸

わされる受動喫煙は、さまざまな形で健康に影響

を及ぼします。 

  そのため、本市の具体的な対策といたしまして

は、健診結果説明会や地区の健康教室等で喫煙が

もたらす健康への影響を説明し、禁煙を希望する

方には、病院や診療所の禁煙外来の受診勧奨を含

めた禁煙支援や、母子健康手帳交付や新生児訪問、

乳幼児健診、健康教室などで家族を含めた喫煙状

況等を確認しながら、たばこの煙から子供を守る

ため指導、啓発を行っております。 
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  さらに、平成28年度県政アンケートによります

と、受動喫煙を受けた者の割合は、職場が32.2％、

家庭が12％、飲食店が37.4％というふうになって

おりまして、受動喫煙を受ける機会を減らすため、

保健師活動の中でも地区担当保健師が、家庭訪問

や各地区の健康事業開催の機会を捉えまして、受

動喫煙防止対策の働きかけや広報等を通じて、受

動喫煙防止の普及啓発に引き続き努めてまいり

ます。 

  また、本年７月に受動喫煙対策を強化する改正

健康増進法が成立したことを受けて、山形県は、

効果的に受動喫煙防止対策を進めるために、医師

や飲食店などの関係者でつくる対策推進委員会

を新設し、対策強化に向けた協議を始めました。 

  受動喫煙防止対策は、健康長寿日本一を掲げる

本市にとりまして、大変重要な健康課題の一つと

捉え、今後も引き続き受動喫煙のない地域づくり

のために、山形県と連携した取り組みを推進して

まいります。 

  次に、３、ヘルプマークの導入についてどのよ

うに進めていくかについてお答えいたします。 

  ヘルプマークは、平成28年４月の「山形県障が

いのある人もない人も共に生きる社会づくり条

例」の施行に伴う県の一つの事業として、ことし

９月から配布を開始することとなりました。 

  本市といたしましても、外見では障がい等があ

るとわからなくても援助や配慮を必要とする人

が、周囲の方の援助を得やすくなる環境を整え、

みんなで助け合う社会の実現を目指すために、ヘ

ルプマークの導入を推進してまいります。 

  ヘルプマークの周知や配布につきましては、県

のガイドラインにのっとり、市の広報やホームペ

ージへの掲載のほか、市内小中学校や各コミュニ

ティセンターへのポスターの掲示、チラシの配布

等を行いながら周知を図ってまいります。 

  また、配布につきましては、社会福祉課の窓口

において行います。基本的には希望者に窓口に来

ていただいてお渡しすることとなりますが、諸事

情により窓口に来ることができない希望者につ

いては電話等で受け付けし、郵送で対応させてい

ただくことも可能となっております。 

  ヘルプマークは、義足や人工関節を使用してい

る方、内部障がい、知的障がいや精神障がいなど、

外見では障がいがあるとわからないような障が

いを持つ方ばかりでなく、妊娠中の方や難病の方

など、各種疾病をお持ちの方など、社会生活にお

いて援助や配慮が必要な方を配布の対象として

おります。 

  必要とする方へのみ有償配布としていることか

ら、配布の際は、希望者の状態を確認するととも

に、使用についての十分な説明を行い、適正な使

用の確保に努めてまいります。 

  以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、新入学学用品費の

小学校入学前の支給についてお答えいたします。 

  本市では、就学援助の新入学学用品費の支給時

期につきまして、平成29年度より新中学１年生へ

の支給時期を早め、入学前の３月に支給を行って

いるところであります。新小学１年生につきまし

ては、入学後の７月に支給を行っており、入学前

の支給については実施をしておりません。 

  県内13市の小学校入学前の支給状況ですが、平

成30年度において山形市、新庄市、尾花沢市、上

山市、米沢市の５市を除く８市で実施をしており

ます。 

  なお、山形市は、本市と同様に中学校入学前の

支給については実施をしております。 

  小学校入学前支給を既に実施している市へ確認

いたしましたところ、制度の周知については、市

の広報やホームページへの掲載、就学前健診時や

一日入学時にパンフレット等を配布していると

のことです。 

  申請先につきましては、入学予定の小学校であ

ったり、教育委員会に直接であったりさまざまで
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した。認定については、基準日を設け、所得や市

県民税非課税など一定の認定基準により判断し

ているとのことでした。 

  本市では、就学援助による支援について、単に

所得等の数字で判断することはせず、学校と連携

し、対象となる児童及び保護者についてできるだ

け情報を収集し、判断するようにしております。

入学後の学校での児童の様子や保護者からの聞

き取りからわかる生活状況や家庭環境、保護者の

状況、また学校集金の滞納状況など、その内容は

さまざまであります。 

  支援が必要であると判断される場合は、教育委

員会への申請を促していただくとともに、申請時

には学校長からの書面も添えていただいており

ます。 

  申請者の状況については、教育委員会でも丁寧

に聞き取りを行いますが、保護者と学校との信頼

関係の中で明らかになる情報が、認定する上で重

要になることが数多くあります。 

  本市では、このような学校と連携した丁寧な認

定作業を行うことにより、支援を必要とする家庭

にひとしく、確実に支援が行き届くことが第一で

あると考え、対応してまいりました。 

  今後、本市において小学校入学前の支給を実施

するとした場合、認定基準について検討していく

必要がございます。以前から高橋壽議員からも御

指摘をいただいておりますが、入学前の支給を含

めた就学援助全体の認定作業について十分に検

討してまいりたいと思います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） どうも返答ありがとう

ございます。 

  それでは、再度質問をさせていただきます。 

  先ほど市民の健康を守るために、望まない煙を

吸わない環境づくりについてもお聞きしていき

たいと思いますが、今ちょっといろいろ返答の中

で、１つだけ最初に確認しておきたかったのです

が、先ほどヘルプマークの件ですが、「有償で配

布する」とおっしゃいましたけれども、これは有

償ですか、そのことを先に質問をしたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 大変申しわけございませ

ん。ただいま「有償」というふうに発言したよう

でございました。正確には「無償」でございます。

大変失礼しました。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  それでは、質問をさせていただきます。 

  たばこのにおいを嫌う人も多いわけですけれど

も、においよりも、やはり健康への影響が大きい

ことが一番の問題なわけです。米沢市は、100％

受動喫煙対策を公共施設ではやられているとい

う先ほどの御返答でしたが、私はそうなのかなと

すごく不安に思いました。 

  実はもちろん皆様御存じだとは思いますけれど

も、煙にはさまざまな有害物質が4,000くらい含

まれているわけですけれども、そのうち化学物質

が200種類、そして発がん物質は70種類なわけで

す。特に問題なのは、たばこを吸う人がフィルタ

ーを通して吸い込む主流煙よりも、たばこの先か

ら立ち上る煙を吸い込む副流煙のほうがずっと

有害物質が含まれているわけです。 

  そして、たばこの害についてを比較しますと、

主流煙を１とした場合には、副流煙はニコチンが

2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含

まれているということです。 

  それで、やはり受動喫煙は、自分の意思にかか

わらずたばこの煙を吸わされているから対策が

必要なのですが、例えば本庁舎内も受動喫煙対策

というところで、喫煙所を３カ所設けております

が、実は実際には、吸う場所はありますけれども、

そのたばこの煙はお客様の駐車場のほうにどん

どん流れてきているのが現状です。 

  私たち議員が朝登庁するときには、そのにおい
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をかいで入ってこなければならない状況です。こ

れが、受動喫煙対策が100％なっている状況と言

えるのかどうか私は甚だ疑問です。 

  もう一つは、懸念されることは、例えば庁舎の

喫煙室を清掃されている方々の健康なわけです。

清掃業務の項目として喫煙室の清掃は入ってい

るかとは思いますが、この人たちの健康被害につ

いても考える必要があると私は思います。 

  発がん物質は、カーテンとか壁などには半年も

残存しているとも言われているわけです。先ほど

部長からは、対策推進委員会を立ち上げて強化を

推進していくということでしたけれども、健康長

寿日本一という観点からも、ぜひに前向きに受動

喫煙対策、ただ吸う場所が別々だという、そうい

う分煙だけではなくて、そういう煙が吸いたくな

い人のところにまで来ないような対策をしっか

り立てていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほど数字のほうの面で

100％になったというふうなことを申し上げまし

た。そちらにつきましては、一定の基準がござい

まして、有効なというか、そういった部分での

100％というふうなものでございます。当時の目

標というふうなものについて達成できていると

いった内容でお答えしたところでございます。 

  なお、今おっしゃったように、さらにそういっ

た煙の害がないようにといったことについては、

このたびの改正された健康増進法の中でもそう

いった部分をうたっている部分がございますの

で、今後そういった対策をなすことになるのかと

いうふうに考えているところであります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） 先ほど部長からは返答

の中で、対策をいろいろ講じていらっしゃるとい

う話がありましたが、私は平成28年にもこのこと

について質問をさせていただいたときにもいろ

んな対策を御紹介いただきましたが、果たして効

果のほどはどうなのかなと思いますが、これは通

告をしておりませんので、今回は伺わないように

はします。 

  ただ、他企業などの取り組みなどの事例を紹介

します。 

  奈良県生駒市役所では、４月から市職員のルー

ルとして喫煙した職員は、45分間エレベーターの

利用を禁止するという受動喫煙対策を導入しま

した。罰則はなく、各自の良識に委ねるルールの

ようですが、エレベーターなどの密閉された空間

で喫煙後の吐く息などから検出される有害な残

留たばこ成分を周囲の人が吸い込むのを防ぐ三

次喫煙対策が狙いということでした。45分間の根

拠は、産業医科大学の大和浩教授の研究結果に基

づいております。 

  次に、先月南陽市のある企業に佐藤弘司議員と

視察をしてきました。この会社は、「誰もがすこ

やかに暮らせる社会の実現のために」を企業理念

として、介護、福祉、医療のソフトウエアの開発、

介護事業所の運営など、社員は450名を超え、全

国展開している事業所でした。 

  健康社会の実現のために、社員やその家族の健

康を守るため、またお客様全ての方々の健康を考

えて、働きやすい職場づくり、受動喫煙による健

康被害防止のために、敷地内、勤務時間内、営業

の車など、全てにおいて完全禁煙を実施していま

す。 

  また、採用時には、禁煙を採用条件としている

とのことで、何回か新聞取材を受けたことがある

ということで、皆さんも読まれたことがあるかも

しれません。 

  ただ、このたびの私たちの視察は、完全禁煙化

ルールの視察だったのですが、こういう視察は初

めてだということで大変驚かれておりました。 

  次に、新聞記事ですが、健康被害を防ぎ、仕事

の効率化を促す狙いで、全国的に禁煙する企業が

ふえてきているという記事です。全国展開してい

る大手の生命保険会社、コンビニエンスストアの



- 97 - 

本社、ホテルや旅館等の再生で知られる総合リゾ

ート運営会社、スポーツ用品を扱う会社、保育教

材メーカー、ハイヤー・タクシーを運営し、日本

最大の売り上げの実績のある事業者を紹介して

おりました。 

  奈良県生駒市役所の取り組みは市長の、南陽市

の企業は代表取締役の考えで実行され、取り組み

が継続しており、トップメッセージの重要性を大

変痛感いたしました。 

  たばこの煙から子供たちを守るために、健康長

寿日本一の米沢実現のために、受動喫煙のない米

沢市を目指していかなければならないと思いま

すが、トップである中川市長の考えをお伺いした

いと思います。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほど健康福祉部長から申し上げ

ましたように、平成28年３月に、本市でも受動喫

煙防止宣言をしたわけであります。また、今般７

月に、健康増進法の一部が改正されまして、受動

喫煙の防止についてはより一層強固なものにな

ったというふうに思っております。 

  その成果として、今議員からお話あって、公共

性の高い施設は100％、この３月、４月をもって

達成はしておりますけれども、今御質問にあった

ように、それで完璧かというと、いや、なかなか

やっぱりそうでないという部分も承知はしてお

ります。 

  そこで、やっぱり我々としましても、まず私自

身も範を示しながら、受動喫煙の防止については、

よりそういった推進をしていかなきゃならない

というふうに思っております。何よりもこれから、

今庁内、市役所の敷地内のお話もございましたけ

れども、やっぱり今後、新しい庁舎が建設される

場合は、やっぱり外に煙が漏れないような受動喫

煙防止を、そういった完全なものにしていかなき

ゃならないというふうに思っております。 

  その上で、職員もしっかりとそのマナーを守っ

ていくと。そして自己管理もやっていけると、そ

ういった取り組みについて今後、今この受動喫煙

の問題につきましては、何度か議員の皆さんから

御質問をいただいておりますので、庁内でも今後

どのようにしていくかということは検討してお

りますので、今後、新庁舎建設に向けて、できる

だけ吸う人、吸わない人、迷惑かからないよりよ

い生活、その環境づくりには対応していかなきゃ

ならないというふうに思っております。 

  役所もそうでありますけれども、今度は一般の

皆様にどうだということになれば、やっぱり今健

康長寿日本一に向けた市民会議も開催しており

ますので、こういった中でも問題提起をしながら、

どう周りに我々が影響を及ぼしていくか、受動喫

煙防止についてどう影響を及ぼしていけるかと

いうことについても、いろいろと議論をしていっ

ていただきながら、少しでも受動喫煙が本当に防

止、きちっと対応できるような取り組みに今後し

ていきたいというふうに思っております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） ありがとうございます。

市長から心強いお言葉、返答をいただきましたけ

れども、実は南陽市にある企業を視察してきたと

きに、その産業医の先生が月１回、毎月健康管理

の面からも禁煙対策ということを指導したり、講

習したりされております。米沢市もこれくらい職

員がいらっしゃいますので、産業医というのはい

らっしゃると思います。 

  その産業医の先生からもぜひ日々の健康状態の

こともそうですけれども、やはり受動喫煙対策と

いう意味からもその禁煙の勧めというのを職員、

また議員も含めて、この米沢市の医療費抑制のた

めにも、そういう産業医の先生からもそういう講

話を毎月いただければ、また禁煙していくという

自己管理、またほかの方に迷惑をかけないという、

そういう意識が醸成されるのではないかなと思

いますので、ぜひ今後そのことについても検討し

ていただければと思っているところです。これは

通告しておりませんので、返答はいいです。 
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  次に、入学用品費の小学校入学前の支給につい

て再度お伺いをいたします。 

  先ほど教育長のほうからもお話がありましたが、

山形県13市のうち８市がやられて、５市がされて

いないという状況でしたが、その５市の中でも例

えば尾花沢市などは、来年度からやる方向みたい

な話も伺ってきておりますので、だんだんとそう

いうふうに入学前支給をやる各市町村がふえて

きているというのは、私も情報をとらせていただ

いているところです。 

  就学援助制度には、やはり学用品費を初め、新

入学児童生徒学用品費等、学校給食費、修学旅行

費、体育実技用具費など、本当にいろいろ項目が

あるわけですけれども、この米沢市で７月に準要

保護世帯に対し支給しているこの援助費という

のは、この就学援助制度のどの項目に当てはまっ

ているのかお伺いをしたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 ７月に支給しております

のは、新入学学用品費等１期目の支給というふう

になります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） それでは、もう一度、

新入学用準備金との認識でよいということでし

たので、そのことを前提にお話をさせていただき

ますが、もし入学年度前であれば教育委員会が窓

口となることもできると思います。学校の先生よ

りも詳しく制度の説明ができて、また申請者が理

解しやすいように手続の方法も丁寧に行うこと

ができるのではないかなと思います。 

  先ほど教育長からは、５月に行われる全児童対

象の家庭訪問、その中で先生と保護者の信頼関係

を築きながら、家庭生活であったり、経済的なと

ころまで踏み込んだ家庭訪問をして情報をとっ

てやっていくということでした。 

  しかしながら、私はこの認定基準というのは、

所得のほかにプラス、結局いろんな、先ほど教育

長お話しされましたけれども、そういうふうのも

加味されてということであれば、何が言いたいか

というと、所得だけではないということで、ほか

の市町村もそういう部分も加味されてやってい

るのかどうかについてお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 認定基準については、各

市町さまざまのようでございます。非常にある意

味所得等ですぱっと割り切っているものと、本市

のようにさまざまな要件を加味して認定してい

るところ、さまざまでございます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） そうすると、先ほど所

得のほかに明らかな情報というふうな言葉があ

りましたけれども、認定要件のほかの基準がある

ようですが、例えば具体的に言えないかもしれな

いんですけれども、ちょっとどういうことなのか

イメージできるような言葉で、所得以外に加味さ

れる条件というのがどういうふうにイメージし

たらいいのか、私は今ちょっとわからないもので

すから、教えていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 全国のものを見ますと、

例えば今の答弁にありました所得等で、例えば郵

送で申請するというような他県のところもあっ

たようでございます。ちょっと具体的なお話にな

りますけれども、例えば天童市でありますけれど

も、認定の基準でありますが、生活保護に準ずる

程度に困窮（月額収入が生活保護基準額の1.4倍

以下）しており、次の６点のいずれかに該当して

いる世帯。児童扶養手当を受給、市県民税の非課

税、税金の減免、国民年金の掛金の減免または猶

予、国民健康保険税の減免または猶予、生活福祉

資金の貸し付けを受けているという６点を上げ

てございます。 

  本市では、その項目全て上げておりますけれど

も、それに加えまして保護者の職業が不安定で生

活状態が悪いと認められる方、交通事故等により

両親または片親を失い、生活困難と認められる方、
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低収入で家族人数が多く生活困難と認められる

方というような項目も設けておりまして、実際に

保護者との面談を通して状況を把握し、より幅広

く支給できるようにしております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  わかりましたが、今最後の３項目についてです

けれども、そうであれば、その３項目については、

例えばいろいろ学校教育課で相談に応じるとい

うところで、情報を周知することで、それは入学

前に支給できるような要件ではないかなと。 

  例えば５月、６月に事故に遭ってという方もい

らっしゃるかもしれませんけれども、そのときは

そのときでまた検討できること、例えば鶴岡市の

場合は、入学前に支給したからといって、その後

の４月はもう受け付けないとかという、そういう

体制ではないんだと。入学前にできた人もできな

かった人も４月にはまだ再度そういう申請のチ

ャンスはあるんだということで幅広く対応して

いるわけです。 

  そう考えると、やはり入学前の支給はできるの

ではないかなと私は思いますが、同じことの繰り

返しになりますが、いかがでしょうか。私はやっ

ぱり学校の先生が家庭訪問でいろんな情報をと

り、また学校には事務の方もいらっしゃいますけ

れども、事務の方とともにその申請手続をしてい

く。先生方の負担はもう大変なものなんでないか

なと。 

  その家庭状況をいろいろ把握することは必要で

すけれども、それが全てこの手続のためにしてい

かなくちゃならないという、そういう精神的な負

担、そういうことも考えれば、私はぜひそういう

のを入学前に、まずは学校教育課のほうで相談窓

口としてしっかり説明したり、申請手続の書き方

を教えてあげたりとかしながらできるんではな

いかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 申請の窓口につきまして

は、進学する予定の学校でありますとか、教育委

員会だとか、これもさまざまであります。今鶴岡

市でありましたけれども、私たち一番最初に課題

と思っていましたのが、保護者への周知と期日ま

での申し込みがなされるのかなというようなと

ころでございます。 

  本市の場合、多数の幼稚園、保育所等から入学

してまいります。大規模校であれば10幾つの園か

ら入ってくるというところもありまして、なかな

かその事前の周知なり、申し込みができないとい

うのが現実でありまして、実際には入学後の申請

ということもありました。 

  そこで、４月１日までに申し込まれなかったお

子さんについても、ある意味家庭のほうに働きか

けて申請、認定ということで、７月支給というふ

うにしております。 

  鶴岡の例でありますと、期日までに申請された

方については入学前の支給、もし難しくて締め切

りまで間に合わなかった方については４月以降、

７月に支給ということも聞いております。そうい

った２段階の構えをやっている自治体もありま

すので、少しその辺を研究させていただきたいと

いうふうに考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） 先ほど７月に支給する

その制度は、新入学用準備金だと先ほど明確にお

答えになりました。そう考えると、新入学時とい

うのは、やはり誰が考えてもランドセルから文房

具、入学式の服、私たちも入学式に行きますと、

本当に小学校１年生の子供さんみんな、やはりス

ーツであったり、普通のジーパンにポロシャツな

んていう子供さんはいらっしゃいません。全てき

ちんとした正装のような服で入学式に臨んでお

ります。 

  ズック、体操着など、準備のためにかかるお金

というのはすごいお金だと思うんですね。それを

やはり７月に支給するのではなくて、入学前に支

給の時期を早めることは、やはり対象となる世帯
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にとっては大変に私は助かることだと思います。

だからこそ全国的にも、また県内の各市町村でも

実施をしているわけです。 

  本市としては、再度お伺いしますが、来年度に

実施に向けての検討というのは、先ほど明確には

いただいておりませんので、来年度の実施に向け

ての検討というのはしていただけないのかどう

かお伺いをしたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 入学準備金と新入学学用

品費とさまざまありますので、少しその辺のとこ

ろから制度面でありますとか、意義について御説

明したいと思います。 

  まず、要保護児童の保護者への入学準備金であ

りますけれども、これは厚生労働省所管で、本市

は社会福祉課が担当しております。生活保護を受

けている世帯の支援制度でありまして、当初より

趣旨から事前支給となっております。 

  一方、新入学学用品費につきましては、文部科

学省所管で、学校教育課が担当するものでありま

して、根拠は学校教育法第19条にございます。「経

済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児

童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、

必要な援助を与えなければならない」ということ

であります。 

  つまり学齢児童の保護者への支給でありまして、

４月１日時点で本市の小学校に在籍する児童の

保護者が支給の対象となるものであります。そこ

で、今まで入学後の支給となっております。この

ように、同じ新入学児童の保護者へ支給するもの

でありますけれども、新入学学用品費と入学準備

金につきましては、違った制度であることをまず

御理解いただきたいというふうに思います。 

  ここ数年さまざまな全国各地で、自治体で新入

学学用品費の入学前の事前支給を行ってきてお

ります。これは、それぞれの教育委員会で交付要

綱等を変更して対応してきたものというふうに

考えます。 

  その後、平成29年３月に文部科学省から要保護

児童生徒援助費補助金についてという通知が出

されました。これは本市の就学援助とはちょっと

違う制度ではありますけれども、この中で必要な

援助が適切な時期に実施されるようにというこ

とでありますとか、今までありませんでした就学

予定者ということもありまして、就学予定者の保

護者を加えるというような通知でありました。 

  そこで、一気に全国の多くの自治体のほうで取

り組まれているというふうに思っております。本

市もこの通知の趣旨を重く受けとめております

ので、何とか実施できないものかというような検

討は続けてきております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） ありがとうございます。

ぜひ実施に向けて再度検討していただきたいと

思います。やはり先ほど部長からもお話がありま

したけれども、もちろん準要保護世帯は市町村の

独自の事業であるということも私もわかってお

りますし、ただ、一番はやはり適切な時期に適切

な金額の支給、その時期、そのことはやはりすご

く大きな意義があるんでないかなと私自身はす

ごく思いますので、ぜひに学校教育法だったり、

いろんな法律の中で、その４月１日現在で就学で

きるかどうかというのも不明瞭要素だというの

も前お聞きしたときもありましたけれども、しか

しながら、全国的にそれが展開できているという

ことは何かしらいろんな方法、策を見つけてやっ

ているということだと思うんですね。 

  ただ、そのことをしっかりいろいろ情報をとっ

ていただいて、できるだけやはりこの米沢市もや

れるような方向で検討をしていただきたいとお

願いして、これでこのことについては質問を終わ

りたいと思います。 

  次に、ヘルプマークの周知について再度質問を

させていただきます。 

  ことしの春東京に行った際に、地下鉄の電車の

中でヘルプマークをつけた方に会いました。本市
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は地下鉄はないのですけれども、ほかに何かしら

の支援ができるのではないかなと思って導入に

ついていろいろ私自身も調べたりしているとこ

ろに、今回、県のほうで９月から導入という話を

聞いて大変うれしく思いました。 

  山形市は、平成29年度からヘルプカードという

ものを導入して行っているところです。このヘル

プカードについては、東京都が最初に始めたわけ

ですけれども、この普及啓発に向けては、一番の

意義は本人が安心する、また家族や支援者にとっ

ても安心なんだと。情報とコミュニケーションを

とりやすい。そして障がいに対する理解の促進な

んだということをガイドラインで策定している

ところです。 

  それで、課題はやはり周知の方法だと思うんで

すが、本市役所駐車場には障がい者用の専用駐車

スペースがあります。そのほかにも思いやり駐車

場というのがあるんですね。そして、改めて確認

したところ、思いやり駐車場の看板には身体内部

に障がいのある方のこのハートプラスマークが

表示されております。皆さん御存じでしたでしょ

うか。私は大変にうれしく思いました。 

  そこで、ぜひ提案ですけれども、市内の公共施

設、例えば米沢まちなか駐車場、ナセＢＡの車椅

子用の駐車スペース、あとは、すこやかセンター

の駐車スペース、そこにはアスファルトに車椅子

のマークが表示されているだけなんですね。それ

で、ぜひ障がいを持っている方への思いやりと理

解を深めるためにヘルプマークも追加できない

かなと考えているところですが、いかがでしょう

か。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 公共施設全体を管理している

所管の部長としてお答えいたしますが、庁舎につ

きましては、さまざまなサインの中から選んで当

時決定したような記憶がございます。今回のヘル

プマークにつきましては、どの程度費用がかかる

か定かでありませんけれども、まずは検討したい

と思います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） よろしくお願いします。 

  あと申請についてですけれども、先ほど部長か

らは希望者に対して配布ということでした。例え

ば内部障がいとか、妊娠初期の方は、あくまでも

もうやはり個人の申請で行われるものなのでし

ょうか。 

  例えば証明するものとか、母子手帳とか、障害

者手帳などの提出などは必要ないのかどうかお

伺いをしたいと思います。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 確認等まで必要なのかど

うかちょっと私承知していないところでござい

ますが、本人の申し込みというふうなことでの形

をとっていることからすれば、本人の申し込みで

よろしいのではないかというふうに考えている

ところであります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  ヘルプマークのやはり意味がわからなければつ

けていてもアクセサリーなのかしらなんて思っ

て見たりすると困りますので、やっぱり目的が達

成されなければつけている意味がないと思いま

す。 

  先ほどの返答では、広報とかホームページとか

で、またそのほかには小中学校の児童生徒、公共

施設などに幅広くポスターを張って周知するよ

うにしていくというお話もありました。ぜひ小中

学校の児童生徒にもポスターを張ると同時に、こ

のヘルプマークの必要性などについてもぜひ触

れていただいて、やはり広く思いやりの心を育て

る、醸成していくというのが大切なんでないかな

と思います。 

  認知症サポーターでも、今子供の、小学生のた

めの認知症サポーターキッズの講習会などもあ

るわけですので、やはりそれによって子供たちが

徘回されている老人を見つけられて、安全に保護
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できたなんていうのも新聞記事で見るところで

ありますので、小中学校にポスターを張る際には

ぜひ子供たちにも、ただ張るだけでなくて、その

意味についても触れていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 認知症サポーターと同じ

ように大切な考え方だと思います。今回、私もテ

レビのほうでこれを拝見しまして、なるほどと考

えたところであります。ただポスターを張るだけ

でなく、この趣旨でありますとか、どんなふうな

対応をこれからしていかなくてはならないのか

具体的に指導してまいりたいというふうに思い

ます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○６番（山田富佐子議員） もうちょっと時間があ

りますので、最後にもう一つお話をさせていただ

きたいと思います。 

  皆さん、都道府県の平均寿命が一番、男性の１

位というのは今まで長野県だったわけですけれ

ども、ことしの６月の新聞では第１位が滋賀県に

なりました。そして、２位が長野県、男性は。女

性は１位が長野県です。滋賀県は女性は４位でし

た。 

  これって何なのかと。その前にも長野県はずっ

と健康長寿世界一を目指してきておりましたの

で、かなりショックを受けられたそうです、１位

でなくなったということは。そして、なぜそうな

ったかというと、滋賀県の男性の肺がんの死亡率

が高いほうから１番目だったんだそうです。 

  それで、そのことに危機感を感じた県のほうは、

とにかく喫煙率を低くするんだということに力

を入れたそうです。そして、それを10年間かけて

行ったということで、その10年間で禁煙とか、受

動喫煙ゼロのお店のステッカーをずっと張った

りとか、いろいろされて、結局は息の長い目標を、

しかも途中で旗を落とさずに、行政の担当がかわ

ってもずっとそれを引き続いてやっていって、目

標に向かって努力して達成できたという、そして

成果が上がったという、そういう記事が載ってお

りました。 

  やはり米沢市も健康長寿日本一というのを掲げ

ておりますので、何とか先ほどのデータでも山形

県は喫煙率が高いほうなんだという話も先ほど

御紹介いたしましたけれども、それにつけても米

沢市はぜひに受動喫煙対策について、健康長寿日

本一の観点からも何とか前に進めていただきた

い。無理だと諦めないで、できるところから始め

ていただきたいと、そういうことを切に願いまし

て、以上、私からの質問を終わりたいと思います。 

  以上です。 

○島軒純一議長 以上で６番山田富佐子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０３分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、自然災害に対する認識について外１点、

23番島貫宏幸議員。 

  〔２３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○２３番（島貫宏幸議員） 明誠会の島貫宏幸です。 

  本日は大変お忙しい中、傍聴にお越しいただき

ました皆様に心より感謝を申し上げます。ありが

とうございます。 

  きょうの午前３時７分、皆様も御承知おきだと

思うんですが、北海道で最大震度６強の地震があ

りました。新千歳空港、そしてＪＲがもう完全に

機能が不全状態になっておりまして、全道で295

万戸の停電となっており、また液状化の現象で大

変な被害に遭っています。早い救助活動が進んで、

一人でも多くの皆さんが助かるように御期待を
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したいというふうに思いますし、被害に遭われた

皆様にお見舞いを申し上げたいというふうに思

います。 

  それでは、質問に入ります。 

  自然災害に対する認識とその考え方についてお

伺いをいたします。 

  近年、我が国での自然災害は、地震や台風、そ

して集中豪雨については多発傾向であり、過去の

教訓を踏まえて、万全の防災対策を講じてきたに

もかかわらず、予想を超えた大規模な災害に見舞

われています。 

  ４日に上陸した台風21号では、25年ぶりに非常

に強い勢力を保っての上陸となり、記録的な暴風

雨と高潮で大きな被害が発生しました。ことしの

７月には14府県で221名が犠牲となられた、平成

最悪とも言われる被害をもたらした西日本豪雨、

８月初旬と下旬と２度の豪雨被害に遭った山形

県北部で被災されたばかりの方々にとっては、不

安な日々を過ごされたことと存じます。 

  また、平成28年４月に267名が亡くなられた熊本

地震、ことし６月に４名が亡くなられ、うち小学

４年生の女児が倒壊したブロック塀に挟まれ亡

くなられた大阪府北部地震など、東日本大震災を

経験した痛ましい記憶とともに、自然災害の怖さ

を改めて胸に刻むことになったと思います。 

  予測技術が進歩し、災害に強いインフラの整備

が進んできてはいるものの、自然の猛威の中では

完璧や100％はないのです。 

  本市では、万一に備え、消防署と消防団の連携

による防災訓練、自主防災組織による訓練や意識

の向上に努めていただくことで、有事の際の組織

的活動に期待される一方、災害が少ない本市では

危機意識がやや薄いように感じております。そこ

で、危機意識を醸成するためにどのように対策を

講じているのかお伺いをいたします。 

  次に、防災上、避難の指標となるハザードマッ

プについてお尋ねをします。 

  ことしの春に、「米沢市くらしの便利帳」が全

戸配布されました。その中では、地震の際の揺れ

や洪水による浸水等を想定した図解のほか、指定

避難所が記されており、平時にしっかり確認する

ことで、有事の際の速やかな避難行動につながる

ものと期待されております。 

  しかし、昨今の豪雨は激しさを増してきており、

記載されているデータが一部古いものがあった

ことから、その有用性を危惧しております。市政

協議会での質問で一定の御回答をいただいてお

りましたが、改めてお尋ねをしたいと思います。 

  県において見直し作業が進んでいるとのことで

すが、その公表時期と、あわせて見直しされたデ

ータは、今後どのような形で周知を進めていくの

かお答えいただきたいと思います。 

  次に、かねてから準備が進んでおりました米沢

市新庁舎建設工事の請負業者が内定し、今定例会

で契約の締結について審査されることとなりま

した。 

  また、市立病院と三友堂病院の建設予定地では、

３月定例会予算特別委員会での附帯決議を受け

て、本市の市有地である北村公園との比較検討で、

５度の全員協議会を経て、現在地の当局案が示さ

れたところであります。そこでお伺いをいたしま

す。 

  計画されている市庁舎と病院の建設場所は、い

ずれも松川沿いであり、東側の民間病院も松川の

そばであることから、想定を超える記録的な豪雨

があった場合の洪水や浸水のリスクをどのよう

にお考えなのかお伺いをいたします。 

  次に、河川の支障木対策についてお尋ねをいた

します。 

  これまでも多くの議員から質問がされてきまし

たが、思うように進んでいないと感じております。

河川の多くは、県が管理者となっておりますが、

市民からも早期伐採の要望が以前から出ており

ます。また、豪雨による流木が橋に詰まり氾濫す

るケースが全国的に増加傾向にあることから、抜

本的な対策が急がれます。 
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  そのような中、ことし３月の山形新聞に記事が

掲載されましたが、河川の流れを阻害する支障木

の伐採について、民間活力を積極的に取り入れる

仕組みづくりを検討する新組織として「最上川官

民連携プラットフォーム」が発足し、公募による

伐採を進めていく予定となっております。 

  期待しているところではありますが、河川の氾

濫リスクが高い場所や下流への影響を考慮し、上

流部から計画的に伐採するなど、一定の配慮をし

ていただけるよう、県に対し要望していただきた

いと考えますが、本市における状況と対応策につ

いてどのようにお考えなのかお伺いをいたしま

す。 

  次に、大項目の２つ目の米沢市健康長寿日本一

推進プラン（案）についてお伺いをいたします。 

  ことしの５月29日の民生常任委員会協議会、６

月１日の市政協議会で本推進プラン案が示され

ました。乳幼児期、学童・青年期、成人期、高齢

期と全世代を対象に、「市民誰もが健康で明るく

元気に生活を送ることができる地域づくり」、「市

民誰もが健康で自己実現できる社会の創出」の基

本理念のもとまとめられております。 

  そのうち、乳幼児期への取り組みとして、「子

どもの健やかな成長のため、天候に左右されず親

子で遊べる屋内施設の整備を検討します」とあり

ました。 

  先ほどの成澤議員と質問の内容がかぶってしま

いますけれども、屋内遊戯施設の設置については、

米沢市まちづくり総合計画第１期実施計画にも

登載がありましたが、財政上の理由でいまだに整

備されないことから、子育て世代のみならず、早

期の計画実施を切望しておられる方々は実に多

いのではないでしょうか。そこでお尋ねをいたし

ます。 

  ここで言うところの親子で遊べる屋内施設は、

どのように検討が進められているのかお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  次に、本推進プラン案では、基本方針として「地

域における福祉意識の醸成」、ボランティア等の

「地域福祉活動の場の整備」や「地域福祉活動の

推進と活動団体への支援」など掲げられておりま

す。 

  こうした方針を踏まえお尋ねをいたしますが、

本市において介護支援ボランティア制度を導入

できないでしょうか。 

  この介護支援ボランティア制度は、平成19年、

東京都稲城市が発祥の制度であります。高齢者の

ボランティア精神を尊重し、地域において高齢者

みずからの介護予防を推進することに主眼を置

き、生活支援サービスの主体的な担い手となるこ

とを想定しておりません。そのため、支援内容は、

レクリエーションなどの指導や参加支援、お茶出

しや食堂内の配膳や下げ膳の補助、散歩や外出、

館内移動の補助、行事等のお手伝いとして会場設

営、利用者の補助、芸能披露、そのほか話し相手

だったり、その他施設職員とともに行う軽微かつ

補助的な活動などとしております。 

  ボランティアに参加していただく方の対象年齢

は、65歳以上となっております。また、活動実績

を勘案してポイントを付与し、そのポイントを換

金することで、実質的に介護保険料の支払いに充

てることができる仕組みであります。 

  自治体のメリットとしては、活動を通じ身体的

に介護予防の促進につながり、身近に入居者等に

接することで、介護に関心を持ち、予防への意識

向上につながる。充実した活動により、介護を必

要としない元気な高齢者の増加が見込まれる。こ

こがポイントなのですが、介護給付費の減少が期

待できるとしています。 

  まさに米沢市健康長寿日本一推進プランの基本

方針に合致する制度であると考えますが、最後に

本市のお考えをお尋ねをし、壇上からの質問とさ

せていただきます。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１の自然災害
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に対する認識についてのうち、（１）の危機意識

を醸成する方策はどのように講じているのかと

（２）のハザードマップの見直しと周知はどのよ

うに進めていくのかについてお答えいたします。 

  初めに、危機意識を醸成する方策はどのように

講じているのかについてでありますが、近年、全

国的に自然災害による大規模な災害が発生して

おり、ことしだけでも４月に大分県耶馬渓の土砂

崩れ、６月に大阪北部地震、７月には西日本豪雨

が発生し、被害も甚大なものとなっております。 

  このように大規模な災害が起きている中、新聞

によると、平成29年までに計７回発表した特別警

報の際、自治体が避難指示を出した地域の住民の

うち、実際に避難所に逃げた割合は３％弱であっ

たという調査結果が報道されましたが、非常に大

きな問題であると認識しております。 

  本市について言えば、羽越水害以降、幸いにも

大きな被害を受けた災害がなく、東日本大震災の

際も、ライフラインの確保ができていたこともあ

り、市民の災害に対する危機意識は必ずしも高い

ものとは言えないところです。 

  しかし、昨年は、昭和42年に発生した羽越水害

から50年、大正６年に発生した米沢大火から100

年という節目の年でありましたが、米沢でも過去

には大災害が起きていることを忘れず、いつまた

起きるかわからないという危機意識を市民に持

っていただくことは非常に大事なことと考えて

おります。 

  本市では、市民の危機意識を醸成するため、防

災に対する出前講座や鷹山大学の講座のメニュ

ーの一つとして防災の基礎知識講座を設けるな

ど、力を入れてまいりました。平成29年度は、町

内会を初め、各種団体に対して30回の講座を行っ

ております。 

  講座の聴講者としましては、自主防災組織のほ

か、婦人会、老人会、山形大学の留学生、保育園、

小中学生とさまざまな年代の方となっておりま

すので、それぞれの年齢やテーマに合わせてパワ

ーポイントを作成し、自分の住むまちでもいつ災

害が起こるかわからないこと、そのために日ごろ

から準備や心がけしておくことなどをお話しす

ることで、危機意識を持っていただくようにして

おります。 

  また、現在、さまざまな災害の危険性をお知ら

せするために、ハザードマップの作成を進めてお

ります。地震、河川の浸水、吾妻山の火山につい

ては作成済みであり、土砂災害については作成を

進めているところですが、対象地区が多いことか

ら、作成が終了した地区から随時公表しておりま

す。 

  このように、市内の危険な箇所や被害想定を公

表し、知っていただくことで、早目の避難につな

がるよう情報提供に努めていくとともに、全国的

に発生している災害が身近にも起き得ることの

危機意識の醸成を図っております。 

  次に、ハザードマップの見直しと周知はどのよ

うに進めていくのかについてでありますが、近年、

全国的にこれまで経験したことのない雨量によ

る大規模な災害が発生しております。 

  平成27年９月に発生した関東・東北豪雨による

鬼怒川の決壊による大規模な浸水被害を契機と

して、国や県では管轄している河川の想定最大規

模の降雨による浸水想定の見直しを進めている

ところです。 

  本市を流れる河川のハザードマップにつきまし

ては、最上川、鬼面川、羽黒川下流については平

成17年に、堀立川、羽黒川上流については平成21

年に、誕生川については平成22年に作成しており

ます。 

  その際、使用された雨量は、最上川については

100年に１回程度、鬼面川、羽黒川、堀立川につ

いては50年に１回程度、誕生川については10年に

１回程度の大雨での想定となっております。 

  本市分の見直しの進捗状況でありますが、現在、

見直しは、最上川の国が管轄する流域と羽黒川が

終了し、浸水想定結果が示されたところでありま
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すが、最上川の県が管轄する流域と鬼面川、堀立

川、誕生川、天王川については、現在、県による

見直し調査が進められております。 

  調査は、今年度中に終了し、その後、浸水想定

結果が本市に示される予定となっております。本

市では、見直し後の浸水想定を十分分析、検討し

まして、避難所、避難方向など重要事項を加えた

ハザードマップとして、早い時期に全戸配布など

で市民の目に触れることができるよう取り組み

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私から、学校における自然災

害に対する危機意識の醸成についてお答えいた

します。 

  近年、さまざまな自然災害が発生しており、子

供たちの危機意識の醸成に向け、学校の実態や地

域の特性に合わせて取り組んでいく必要があり

ます。 

  学校における災害時の対応は、各校で作成して

いる学校安全計画や危機管理マニュアル等に基

づいて行っております。地震や吹雪などの自然災

害を想定し、安全な避難・対応ができるよう、年

に数回避難訓練などを実施しております。 

  また、大規模な災害を想定し、引き渡し訓練を

実施している学校や、豪雨災害にも対応できるよ

う地域と合同避難訓練を実施している学校もご

ざいます。 

  防災に関する学習は、学習指導要領に基づき、

教科や特別活動などと関連させて指導を行って

おります。例えば、社会科では、災害防止に向け

たさまざまな関係機関の人々の努力や工夫を、理

科では、流れる水の働きと土地の変化の関係を、

保健体育では、自然災害による傷害が二次災害に

よっても生じることなどを学びます。 

  それらの学習を通して、災害時に起こり得るさ

まざまな危険について知り、命を守るための思考

力・判断力を身につけること、日常的な備えを行

うことなど、発達段階に応じた行動がとれるよう

に指導しております。 

  今後も教育活動全体を通し、自然災害に対する

認識を高めていくとともに、災害に適切に対応で

きる力を培っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、市庁舎の建設地の

洪水浸水リスクについてお答えいたします。 

  新庁舎建設に当たりまして、本年３月に「米沢

市新庁舎建設基本計画」を策定しておりますが、

その基本方針の一つとして、「大規模地震発生時

にも業務継続が可能な高い耐震性を持つととも

に、水害等への対応機能も備え、地域防災の拠点

として十分な機能を発揮する災害に強い庁舎を

目指す」としております。 

  新庁舎につきましては、現庁舎の敷地内に建設

する予定でありますが、平成17年に作成した本市

の洪水ハザードマップによれば、建設地は、河川

洪水による浸水の可能性が低い地域となってお

ります。 

  しかしながら、万一の可能性を考慮し、災害対

策本部の設置場所や住民データを保管するサー

バー室は、建物の３階に設置する計画としており

ます。 

  また、本定例会に新庁舎の設計・施工者の契約

議案を提出しておりますが、仮契約を締結した企

業体の提案書の中には、台風やゲリラ豪雨による

溢水対策のため、新庁舎の１階床レベルを現状の

地盤の高さよりも50センチ高くする提案があっ

たところでございます。 

  この提案は、溢水対策には有効でありますが、

余り高くし過ぎると、スロープの勾配が急になり、

高齢者や障がい者の方が歩きにくくなることも

考えられますので、基本設計時に十分検討したい

と考えております。 
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  私からは以上です。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

  〔渡辺勅孝市立病院事務局長登壇〕 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 私からは、市立病院

の建設における洪水浸水リスクをどのように捉

えているかお答えいたします。 

  新病院の建設地を現在地とするに当たりまして

は、平成17年に策定された洪水ハザードマップに

おいて、100年に１回程度の大雨によって増水し、

氾濫することを想定した場合でも浸水するリス

クが低い地域となっておりますが、近年、全国的

に想定をはるかに超える洪水、浸水が発生してい

ることを鑑みますと、サーバー室等の診療に重大

な影響を及ぼすような施設や機械については、患

者さんの利便性などを考慮しながら、可能な限り

上層部に配置するなど、設計段階からの工夫が必

要と考えております。 

  また、以前に策定した基本構想におきましては、

風水害や地震などの震災への対応として災害拠

点病院の指定を目指すとしておりますことから、

指定要件を満たせるよう施設設備や運営体制の

整備を進めてまいります。 

  なお、このたびの建設計画では、三友堂病院も

現在地に建設することになっておりますので、２

病院が同時に被災するリスクも考慮し、同じ地域

の災害拠点病院であります公立置賜総合病院と

の連携も進めてまいります。 

  また、同じく河川沿いで診療しております民間

病院である舟山病院とは、災害対策に限らず、さ

まざまな分野での連携が必要になると考えてお

りますので、三友堂病院をあわせた３病院におい

て、大規模災害マニュアルなどを含めた主にソフ

ト面での調整や協議を進めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の自然災害に対

する認識についてのうち、（４）の河川の支障木

対策は進んでいるかについてお答えいたします。 

  河川区域内の支障木は、お話があったように、

洪水時に流れを阻害し、倒木流出によって橋梁等

にひっかかり洪水をせき上げ、堤防決壊や橋梁流

出などの被害を起こす可能性があるなど、治水上

の問題につながるおそれがあります。また、河川

巡視時に視界を遮り、不法投棄の発見がおくれる

など、管理上の妨げとなる場合もあります。 

  そのようなことから、河川区域内の支障木伐採

等につきましては、河川の維持管理上とても重要

な作業となっております。 

  本市の市街地を流れる最上川を初めとする支障

木が発生するような大きな河川につきましては、

国や県の管理が中心となっておりますので、それ

ぞれの担当部局に改めてお聞きしたところ、国で

は優先順位をつけ、計画的に支障木伐採などの管

理を実施しているとのことでありました。 

  主な対策といたしまして、公募による支障木の

伐採・利用をメーンとして行っており、米沢市管

内では、平成29年度は約10万平方メートルの面積

を実施したとのことであります。 

  なお、御質問で紹介があったように、新聞にも

掲載されておりましたが、平成30年度についても

公募による支障木の伐採・利用を継続して実施す

る計画としており、米沢市管内で約３万平方メー

トルの面積を予定しているとのことであります。 

  また、県におきましては、「河川流下能力向上

計画」を平成29年３月に策定し、支障木の撤去が

必要な箇所の優先度を定め、治水上優先的に対応

すべき箇所から計画的に支障木の撤去に取り組

んでいるとのことでありました。 

  平成29年度については、最上川、鬼面川、羽黒

川の３河川、計３カ所において実施しており、平

成30年度につきましても継続して行う予定であ

りますが、実施箇所等については、現在調整中と

のことであります。 

  また、国と同様に、並行して公募による支障木

の伐採・利用も行っており、平成29年度は３河川、
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最上川、鬼面川、羽黒川、計４カ所において約２

万2,000平方メートルの面積を実施したとのこと

であります。 

  なお、平成30年度もこちらのほうも継続する計

画となっておりますが、実施箇所は、現地調査を

もとに現在選定中で、時期といたしましては、河

川水量が減少する渇水時期の12月から３月を予

定しているとのことでありました。 

  そのほか、特に支障木の繁茂が著しく、緊急的

に伐採する必要がある箇所があれば、維持修繕予

算を充て、随時対応しているとのことでありまし

た。 

  本市といたしましても、河川状況の把握に努め

るとともに、引き続き各河川管理者に対して、地

元の御要望や情報などを随時お伝えしながら、維

持管理に努めていただくよう要請してまいりま

す。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、米沢市健康長

寿日本一推進プランの考察と展望についてお答

えいたします。 

  初めに、推進プランに記載の親子で遊べる屋内

遊戯施設についてであります。 

  午前中の成澤議員の質問に対する答弁の繰り返

しとなりますが、屋内遊戯施設については、天候

に左右されず親子で遊ぶことができる施設であ

ることから、子育て支援の重要な事業の一つであ

ると考えております。 

  この考えのもと、屋内遊戯施設については、財

政健全化計画や公共施設等総合管理計画との整

合性を図りながら、総合的に検討していきたいと

考えているところであります。 

  県内他市においては、大型の屋内遊戯施設が

次々と整備され、置賜管内においても整備が進め

られると聞いております。本市においても対応の

必要性を十分理解しているところですが、既存の

公共施設の活用や今後、小中学校の統廃合により

発生する建物の有効活用も視野に、施設整備の検

討を進めていきたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

  続きまして、介護支援ボランティア制度の導入

についてお答えいたします。 

  現在、米沢市健康長寿日本一推進プランを示し

ておりますが、高齢者が地域社会で活躍していく

ために、「生きがいを持って高齢期を過ごせる長

寿のまちづくりの推進」を基本方針の一つとして

掲げており、高齢者の生きがいづくりと社会参加

への支援、高齢者の就業機会の確保やボランティ

ア活用へ参加促進する取り組みは重要であると

考えております。 

  介護支援ボランティア制度は、介護施設等にお

いて介護支援にかかわるボランティア活動を行

った高齢者に対し、その活動実績に応じてポイン

トを付与する制度であり、介護保険制度の枠組み

の中で実施することを基本としております。 

  県内で実施している自治体もありますが、高齢

者の互助・共助意識の醸成などのメリットがある

一方、活動内容の範囲や受け入れ事業所の確保等、

幾つかの課題もあると認識しております。 

  本市としましても、団塊の世代が高齢化を迎え

た時期にあって、高齢者が生涯現役を目指した就

業機会の確保とさまざまなボランティア活動を

通じて社会参加、社会貢献による生きがいづくり

を推進することは、高齢者自身の健康保持増進と

介護予防の活動につながるものであると考えて

おります。 

  以上のことから、現在取り組んでおります健康

長寿のまちづくり推進に向けて、関係機関の御意

見や県内で実施している自治体の例等を参考に

勉強させていただきながら、高齢者の生きがいづ

くりや社会参加等について検討してまいります。 

  以上です。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ
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いました。 

  冒頭北海道の地震の話もさせていただきました

けれども、災害が起きると、やはり地域の活力や

体力を全て奪っていく、経済も滞るということで、

大変な問題だなというふうに改めて思ったとこ

ろであります。 

  まず、危機意識を醸成する対策はどのように講

じているかについてなんですが、ウェザーニュー

ズという気象情報を集めている会社がありまし

て、このところの豪雨についてなんですが、どの

ように変化してきたかという資料がありました

ので、ちょっと紹介させていただきたいんですけ

れども、降水量が50ミリ以上、これ非常に強い雨

というふうにされていますけれども、この30年間

で発生する回数が1.3倍になっているということ

です。また、80ミリ以上の猛烈な雨とされている

雨量についても、この30年で1.7倍ということで、

強い雨が降る機会が年々高まってきているのだ

なということが改めてわかったわけです。 

  今回の西日本豪雨の中で、これは朝日新聞の記

事なんですけれども、この新聞社さんが14府県40

市町の首長さんにアンケートをとられていまし

た。避難意識を変えなきゃいけないという回答が

９割に上ったということを伝えております。 

  今回の被害が大きくなった原因、雨が降って家

屋が壊れて土砂崩れは当然なんですけれども、や

はり自分の命を守るためにどうしたら助かるん

だということを考えたときに、まずは急ぎ逃げる

ことが必要になってくると思います。 

  今はテレビをつければ情報は流れるし、携帯電

話、スマートフォンなどでも随時確認できるよう

にはなってきていますけれども、おおむねいろい

ろ情報を集めてみると、自分のところは大丈夫だ

ろうとか、もう少ししたら雨がやんで水が引くん

じゃないかとか、そういう意識のレベルだったが

ために犠牲者も多くなってしまった、そして、逃

げおくれる方が多くなってしまったというふう

に言えると思います。 

  今回、御答弁いただいた中で、さまざまな勉強

会、講習会の中で、説明は住民の方、参加された

方はそうだよねというふうに腹の中には入った

はずだとは思うんですが、ほかの今紹介した自治

体のアンケートを見るにつけて、やはり同じよう

に講習とか、勉強会されていたはずなのに、やは

り浸透し切ってなかったということ、背景を重く

受けとめる必要があるのかなというふうに思っ

ております。 

  今後、開催される予定のそうした講習会、勉強

会の中で、今回の教訓を踏まえて、もう少し踏み

込んだ内容、実際の事例なども取り入れながら、

写真なんかも使っていただきながら、さらに、や

はり早目に避難しないと本当に大変なことにな

るんだよということをお伝えしていただく機会

をつくっていただきたいと思うんですけれども、

その点についてはいかがですか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 これまでもいろんな出前

講座等で、そういったいろんな災害が起きた際の

状況などについてもいろいろ御説明しているわ

けですけれども、今、本日もまた地震がございま

したし、非常に頻度も高くなっているということ

で、そういった最近の災害での状況などを詳しく

説明しながら、より危機意識を持っていただくよ

うにしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 先ほど台風21号の話を

させていただきましたけれども、大きな被害、ま

だ関西空港、関空には随分多くの方が避難されて

いるようです。ちょうど９時ぐらいですかね、米

沢に最接近したのが。ちょうど家にいたわけなん

ですけれども、今まで経験したことのないような

風でありました。アメダスの情報で見ると、風速

17メートルだというふうなことだったんですけ

れども、関西空港においては58メートル、想像が

つかないような強い風でありました。 
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  ちょっと話それるんですが、家でトマト10本ほ

ど植えているんですけれども、ことしからビニー

ルで屋根をかけたんですが、心配になって見に行

ったんですけれども、十分養生していたはずなの

に、もう根こそぎ飛んでいました。コキアといっ

て秋になると赤くなるホウキグサなんですけれ

ども、それも根こそぎとれていてという被害の状

況というのは、自分の想像をはるかに超えている

んだなということを、そういうところからも改め

て今回思ったわけなんですけれども、避難意識の

醸成については、これからさらに国からもそうい

う要請が恐らくかかってくると思うんです。 

  そうしたことも踏まえて、もう事前に市の中で

はきちっとお伝えしたいことを取りまとめして

いただき、今回の大災害、近年起こったものもい

ろいろとチョイスをしていただきながら、市民の

皆さんにわかりやすいように説明会を実施して

いただきたいというふうに思います。 

  次、ハザードマップの見直しとスケジュールの

周知についてであります。 

  先ほどからありましたとおり、くらしの便利帳

が全戸配布になったわけなんですが、そこに記載

されているデータというのは、平成17年だったり

とかというところで、古いデータ。最大雨量の部

分についても低く見積もっている状況でありま

した。 

  聞き取りの際に少しお伺いしたんですけれども、

1,000年に一度の雨にも対応できるようなハザー

ドマップをつくらなきゃいけないということで、

国交省からもそういうお話をいただいているん

だなんていう話だったんですが、私の頭の中では

ちょっと整理できないぐらいの雨量なんだろう

なというふうに思っております。 

  このハザードマップなんですけれども、まだ整

備が、ことし見直しがあって、上流部については、

県が今取りまとめをしているという状況だとい

うことなんですけれども、それはそれとして、地

震の際の避難所について、ここではちょっと確認

したいんですけれども、コミセンや各小中学校が

指定避難所として指定をされております。 

  ただ、そこに記載されている、前にも問題があ

った広幡小学校とか、広幡コミセンは、長井盆地

西縁断層帯のそばであるために、できれば使用し

ないほうがいいんだというふうなことを社会教

育・体育課のほうからも言われているということ

だったんですが、実際、館長、局長が集まった説

明会のときには、指定はなっているということで、

状況に応じて避難していただくような判断も出

てくるというふうな話だったんですが、そこら辺

がちょっと整合性がなかなかとれていないし、恐

らくコミセンさんのほうでもどのようにそうい

う情報を住民の皆さん、例えば自主防災組織の皆

さんにお伝えしてスムーズな避難につなげてい

くかということが議論されていると思います。 

  17館あるわけなんですけれども、地域によって

それぞれ事情が違うわけです。職員の方、地元の

方もいれば、ほかのところから通いでお勤めいた

だいている方もいる。大きい川があるかないか、

山があるかないか、さまざまな要件が変わってく

るわけなんですけれども、個別具体的に市でまと

めたものはものとしていいんですけれども、17館

それぞれ状況が違うわけですから、個別具体的な

打ち合わせの中でお互いの意見を出し合って、細

かい避難の方法、これは検討していただきたいと

思うんですけれども、その点についてはいかがで

すか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 避難所につきましては、

災害に応じて安全に避難者を受け入れできる避

難所を開設する必要がありますけれども、コミュ

ニティセンターの中には、耐震の問題で地震の際

には使用できない可能性が高いところがあると

いうことで、本市では新たな耐震基準、昭和56年

の建築基準法の改正以前に建設され、耐震工事が

なされていないコミュニティセンターにつきま

しては、地震の際は使用しないこととしてコミュ
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ニティセンター職員の研修会の折にお伝えして

いるところではあります。災害時に混乱すること

のないように、周知につきましてはしっかりと行

っていきたいというふうに考えております。 

  それから、それぞれ避難所、コミュニティセン

ターそれぞれ地域によって状況が違うというこ

とが御指摘のとおりいろいろございます。避難所

を開設する際の施設の開錠から連絡の手順につ

いても、いろいろこちらから例示案などをお出し

して、その避難所の開設についてもマニュアルの

ほうに加えていただくというようなところも行

っているところでございます。 

  ただ、やはり各地区、地域実情が違うというこ

とで、各地区の職員の方と協力を図りながら、地

域の実情に合った実効性の高いマニュアルとな

るように、今後対応していきたいというふうに考

えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 説明会の中では、危険

な建物については利用しないようにということ

で、コミセンもそうですけれども、そういうふう

な話をされているということなんですが、こちら

のくらしの便利帳にはしっかりと避難所として

載っていると。これは大きな矛盾でありますし、

これを見た方というのは、ああ、大丈夫なんだろ

うなとやっぱり思ってしまうと思うんですね。そ

の点を今回は一番御指摘したいところだったん

でした。 

  なので、ハザードマップの見直しとともに、こ

うしたものについてもきちっと市民に説明でき

るようなことを早急に進めていただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。この点

についてはいかがですか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 資料の中では、そういっ

た災害に応じての部分で、きっちり説明が足りな

い部分があるという御指摘でありますので、しっ

かりそういった災害に応じて避難所がここにな

るというのを、各地域の方がそれぞれ理解できる

ように、今後周知にしっかり努めてまいりたいと

思います。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 次に進みます。 

  ３番目の市庁舎と病院建設に対する洪水・浸水

のリスクについて再度質問させていただきたい

と思います。 

  壇上でも御指摘をさせていただきましたが、松

川、最上川沿いに庁舎、三友堂病院、市立病院、

そして民間の舟山病院さん、ちょうどそばに沿う

ように建っているということで、平成17年度に作

成されたハザードマップをもとに、洪水の浸水リ

スクがないだろうということを前提で計画が進

められてきました。 

  本来は老朽化に伴って耐震もまずいということ

で、そちらのほうがどちらかというと重きを置い

て検討されてきたわけなんですが、昨今のこうい

う豪雨災害について、物すごい勢いで年々回数も

ふえているし、雨量もふえているということを考

えると、今後50年使うことを前提でいけば、将来

不安はぬぐえないということは言わざるを得ま

せん。 

  立地については、もう今ごろどうのこうの言っ

ても仕方ないわけなんですけれども、できればそ

ういうリスクを避ける場所を本当は選んでおけ

ばよかったなと、今さらもう言っても仕方がない

んですが、思うところであります。 

  そうした中で、今回計画が進むわけなんですが、

やはり御答弁にあったとおり、浸水のリスクが避

けられるような設計の仕様だったり、工夫はこれ

からしていかなければならないし、今まで以上の

備え、組織の体系、そして避難の経路、いろんな

病院との連携も含めながら、市役所は防災の本部

機能も有しておりますので、そうした活動に支障

が出ないように、これから詰めていっていただけ

るものと思いますから、これからの計画の説明の

中で、随時その辺は再度いろいろとお尋ねをして
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いきたいと思いますので、その際にはしっかりと

した御答弁いただけるように、まずは準備を進め

ていっていただきたいというふうに思います。 

  次に移ります。 

  河川の支障木対策についてなんですが、８月26

日の山形新聞では、支障木に対してのボランティ

アでいろいろとアダプト事業だったりして、その

伐採の面積が全国で一番なんだというふうなこ

とで記事がありました。 

  ただ、今の１個前の話に戻るんですけれども、

病院、庁舎が川のそばであるとなると、支障木が

流れてきたときに橋に詰まって洪水、先ほど部長

も答弁されました。流れてきた木が堤防を突つい

て破堤するおそれがあるということも十分に考

えられますので、計画的にいろいろとこれから検

討して伐採を進めるのだというふうなことでは

ありましたけれども、しっかりと進めていただき

たいと思うんですが、改めてお聞きしますけれど

も、県にお任せでなくて、市でちゃんとそういう

危険なところを、この辺を伐採してほしいんだと

いうことは、県のほうに申し上げているのでしょ

うか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 私たち、道路パトロールや河

川パトロールのとき、現状把握のほうも一緒にや

っておりますし、またいろいろな地区にお邪魔し

たときに、支障木についての相談も受けておりま

すので、そういった案件については、随時県のほ

うに上げまして、対策のほうを講じていただくよ

う上申しているところであります。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 済みません、ちょっと

１個戻らせていただきますけれども、市庁舎と病

院建設に対してなんですが、県によってのハザー

ドマップの見直しがあった場合、浸水区域として

想定しているもの以上に仮になった場合、その場

合の考え方、対応は検討はされているんでしょう

か。庁舎、病院それぞれお答えいただきたいんで

すが、いかがですか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず、場所につきましては、

まず現在地とするほかないというふうに考えて

ございます。改めて場所についての再検討という

ことは、まず現時点では考えていないところでご

ざいます。 

  先ほども申し上げましたが、今までの経験値を

はるかに超えるような、そういった豪雨も確かに

可能性としてはあるところでございますけれど

も、まずは今までの経験値をベースにしながら、

そして災害対策機能は維持できるような、そのよ

うなことは必ずやっていく必要があると考えて

おりますので、その点を中心にしながら、今後の

設計のほうに生かしていきたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今、建設系のコンサ

ルと協議しているわけですが、基本的には浸水の

おそれはないとは言われていますが、想定外のも

のが出てくる可能性があると。その公表のある数

値によって対応策は段階的に違うというお話な

んですが、今考えられるのは、例えばなんですが、

外構の盛り土について、ある一定の高さまでかさ

上げするという案とか、あと止水板というのがあ

るんですけれども、いわゆる出入り口のところに。

これは手動のものと、あと自動式のものがあるん

ですが、その想定される、発表される数値によっ

て、対応策は具体的に検討していきましょうとい

うことで、今調整中でございます。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 国による厳しい見直し、

基準の引き上げ、それを受ければ、やっぱり県で

もなかなかうんと言ってくれるような環境にな

かなかなってこないだろうということを想定し

ていますので、そうならないことを祈るばかりな

んですが、もうそうなったときにはしっかりと対

応していただきたいというふうに思います。 
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  次、大きい２番目です。子育てに関してのこと

で、健康長寿日本一推進プランの中の親子で遊べ

る屋内施設の検討ということで、成澤議員と答弁

が同じだったわけなんですが、成澤議員の場合だ

とアクティーでというふうなお話があったんで

すが、今回、３月に市政運営方針の中で、すこや

かセンターの大改修に合わせて、木育の子供が遊

べる施設をつくるということも掲載されており

ます。 

  それと絡めてなんですが、すこやかセンターの

場合だと、ちょうど吹き抜けもあります。そうし

た吹き抜けも利用しながら、大改修に合わせてい

ろいろ検討できるんじゃないかなというふうに

思うわけなんですが、その点についてはいかがで

しょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 すこやかセンターの改修

につきましては、現時点で考えておりますのは、

プレイルームの拡充でございます。こちらについ

ては、東側の研修室、会議室を１つ一緒にしまし

て、面積的に拡大するといったものであります。

中に授乳スペースを設けてというふうなことで

考えておりますので、吹き抜け等を含めたほかの

ところまで及んでの改修というふうなことは、現

在考えてございません。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） ずっとこの手の質問に

ついては考えていない、検討だというようなお話

が続いているわけなんですが、何度もお話をこれ

まで議員の方、ほかの方もされていますけれども、

本当に切望されているし、当局の答弁を聞くと重

要なんだと、何度もおっしゃられているわけでも

ありますので、できればそうした幅広の少し頭を

やわらかくしていただいたところで、検討の余地

もないのかというふうなぐらいの答弁しかいた

だいていないんですけれども、ぜひその点はやっ

ぱり検討していっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  時間がないので次に移ります。 

  介護支援ボランティアの制度を導入できないか

ということですが、今般の健康長寿日本一推進プ

ランの中でも、そうしたことにつながるような基

本方針、先ほど壇上でも紹介させていただきまし

たけれども、あります。それに沿った形での介護

支援ボランティア制度、これは本市にとってはか

なり有効だなということは御説明をさせていた

だきました。やはり介護保険料が下がるかもしれ

ない。健康でいれば利用しなくて済むわけですか

ら、そうしたことを考えたときに、すごく有効性

があると。 

  他市町のところでいろいろ効果があったところ、

記事があるんですけれども、先ほど紹介した東京

都の稲城市の場合ですと、市の予算として504万

円の介護費用が抑制されたとか、こういうデータ

が既に出ております。 

  これも積み重ねになれば、本市にとっても大変

プラスになるということでもありますし、昨今の

人手不足によって施設側の介護にかかわる方々

の負担が軽減されていない状況の中で、こうした

方たちが入ることでコミュニケーションも生ま

れるし、お互い、参加されるボランティアの方は

健康になるし、施設側では助かると。そうしたウ

イン・ウインの関係が築けると思いますので、そ

うした観点をやっぱり持って検討していただき

たいと思うんですが、再度御答弁いただけないで

しょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 既に導入されている自治

体たくさんございます。そちらのほうのさまざま

な課題と、先ほど答弁の中でも課題と申し上げま

したが、先行されている中では、受け入れ側と、

それからボランティアをやっていただく方のそ

れぞれの需給関係というか、そういったところに

課題を持っているといったところがたくさんあ

ったようであります。 

  先ほど議員おっしゃられたように、この計画の



- 114 - 

中では、ボランティア活動によってその後の介護

保険料に資するところがあるということについ

ては、大変私のほうもそういったものがあるとい

うふうに認識しておるところですが、先ほど申し

上げたように、課題もあるといったところで御了

解いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 最後になりますけれど

も、今回の質問をするに当たり、施設の役員の

方々と何度かお話をさせていただきました。こう

いう制度であれば、自主的にやっている部分もあ

るけれども、行政側として制度を創設して後押し

してくれるんであれば、施設側としては大歓迎す

るというふうにおっしゃられているんです。 

  そうしたことを考えると、やはり求められてい

るわけですから、そうしたこの制度を生かしなが

ら施設の負担を軽く減らしていくという取り組

みを、今後も十分検討していただいて、またお聞

きしますけれども、その際にはいいお返事聞かせ

ていただきたいと思います。 

  終わります。 

○島軒純一議長 以上で23番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１３分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、市庁舎の建てかえについて外１点、１番

山村明議員。 

  〔１番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○１番（山村 明議員） 市庁舎について質問をい

たしたいというふうに思います。 

  米沢市役所は、中央一丁目、今の図書館のとこ

ろにあったものを、金池五丁目のこの現在地に昭

和45年10月に移転したそうであります。ちょうど

今48年経過するところでございます。 

  当時は、老朽化していたことと、何が一番問題

であったかといいますと、当時、昭和40年代に入

りますと、急激な車社会が進みまして、駐車場が

ほとんどなくて利用者、来庁者も非常に車はある

んだけれども、市役所に行っても車をとめる場所

がないというふうな状況でございました。 

  当時の吉池慶太郎市長は、市の中心部から一番

近い広大な田んぼ、今の金池地区に目をつけて官

庁街の大移転を敢行し、大成功いたしました。あ

れから48年、市長さんは吉池さんから５人目の中

川市長というふうになっております。 

  今の庁舎も、私なりに見てみますと、議会棟の

１階は、水回りやトイレもなく、使い勝手が非常

に悪い。本庁舎では、中央に暗くて狭い階段が２

系統並んであります。これが広い階段１つであれ

ば非常に使い勝手がよかったのでなかろうかな

というふうに思います。 

  最近は特に、健康志向のためもあって、エレベ

ーターをなるべく使わないで階段を使おうとい

うふうな健康志向のための利用にもつながって、

階段は１つで広くしたほうがよかったのでない

かなというふうに思っております。 

  このたび、議会からの提案で、本会議場の多目

的利用というすばらしいアイデアが出され、予算

特別委員会などの大きな会議にも本会議場を多

目的利用される設計になるというふうに思われ

ます。 

  質問に入ります。 

  １、市庁舎の建てかえについて。 

  （１）設計に関しての概念・コンセプトはどの

ように考えているのか。 

  設計の確定はいつまでになるのでしょうか。 

  現庁舎敷地で平成32年度までの建てかえとなっ

ているが、平成33年３月末までの計画ということ

なのでしょうか。 
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  （２）省エネやＣＯ２削減対応策はどのように

していくのか。 

  （３）機械室の設置空間はどのように考えてい

るのか。機能スペースとしては、なくなるものと

新しくできるものの比較はどうなっているので

しょうか。 

  ２、市立病院と三友堂病院の建設について。 

  開院予定はいつになるのでしょうか。 

  平成26年６月から29年５月までの３年間、議会

で市立病院建替特別委員会の審議を10名の委員

でやってきたわけでありますけれども、これをど

のように生かしていかれるのかお伺いをいたし

ます。 

  （１）建物配置はどのような構想か。 

  （２）北村公園に建てるという案のときは、よ

り高層になると思っておりましたが、建物の高さ

とコストの関係はどのように考えておられるの

でしょうか。 

  （３）省エネやＣＯ２削減対応策はどのように

していくのか。 

  （４）周辺道路の整備はどうしていくのか。 

  都市計画道路万世橋成島線、都市計画道路石垣

町塩井線、上杉神社から真っすぐ東へ進んだ道路

が市道寿泉寺西線、これをやはり東寺町のところ

から石垣町塩井線のところまで抜くというふう

な構想はどのようになっておりますでしょうか。 

  （５）三友堂病院とのアクセスはどのようにす

るのか。 

  一番最近の北村公園との比較との図面を見ます

と、病院の配置が病院の正面にあります道路、松

が岬一丁目松川左岸線を挟んで、市立病院と三友

堂病院が配置された図面が示されておりますが、

三友堂さんと３階部分とか２階部分で廊下でつ

なぐとか、または道路の下を地下道などでつなぐ

というふうな構想とか、そういうものはないので

しょうか。 

  以上、１回目質問を終わります。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、市庁舎の建てかえ

について、設計に関しての概念はどのように考え

ているかについてお答えいたします。 

  新庁舎建設に当たっては、ことしの３月にその

基本的な考え方を示した「米沢市新庁舎建設基本

計画」を策定いたしました。その中で、庁舎建て

かえの基本的な考え方として、次の４項目を掲げ

ております。 

  １つ目が、当分の間、教育委員会、健康福祉部

健康課、上下水道部は、現行のとおり分散配置を

継続する。２つ目が、国の財政措置の期限となる

平成32年度までの建てかえを目指す。３つ目が、

新庁舎の立地場所は、現庁舎の敷地内とする。４

つ目が、新庁舎の規模はできるだけ縮小するとい

うものでございます。 

  次に、新庁舎建設の理念についてでありますが、

安全・安心で誰もが利用しやすく経済的な庁舎と

いう基本理念のもとに、市民の安全・安心を支え

る庁舎、誰もがわかりやすく利用しやすい庁舎、

ライフサイクルコストを低減する経済的な庁舎、

省エネルギーに配慮し、環境に優しい庁舎、市民

に愛され、親しまれる庁舎の５つの基本方針を定

めました。 

  本定例会におきまして、新庁舎の設計・施工者

の契約議案を提出しているところでございます

が、議決をいただいた後、本年度中に基本設計を

行う予定としております。基本設計に当たりまし

ては、この基本理念や基本方針に沿って進めてい

きたいと考えております。 

  次に、省エネ、ＣＯ２対策につきまして、現時

点で計画している主な設備についてお答えいた

します。 

  １つ目は、照明や空調の負荷軽減を図るため、

吹き抜けの構造を利用して自然採光や自然換気

を図るエコボイドと呼ばれる設備を計画してお

ります。 

  ２つ目は、地球温暖化を防止するとともに、電
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気料金の削減を図るため、太陽光発電装置とＬＥ

Ｄ照明の導入を計画しております。 

  ３つ目は、雑用水として雨水を利用するため、

雨水貯留槽の設置を計画しているところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の市庁舎の建て

かえについてのうち、（３）の機械室の設置空間

はどのように考えているのかと、２の市立病院と

三友堂病院の建設についてのうち、（４）の周辺

道路の整備はどうしていくのかについてお答え

いたします。 

  初めに、市庁舎の建てかえのうち、機械室の設

置空間の考えについてお答えいたします。 

  新庁舎の整備に当たりましては、平成30年３月

に米沢市新庁舎建設基本計画を策定したところ

であり、この計画の基本方針の一つに、市民の安

全・安心を支える庁舎を掲げています。 

  これは、大規模な地震発生時においても業務継

続が可能な高い耐震性を持つとともに、水害等へ

の対応機能も備え、地域防災の拠点として十分な

機能を発揮する災害に強い庁舎を目指すもので

あります。 

  この基本方針に基づく必要な機能として、免震

構造の導入のほか、非常用発電機の設置、水害に

対する対策などの防災対策強化を基本計画に明

記しているところであります。 

  御質問の機械室の設置空間、場所についてでご

ざいますが、機械室を単独に別棟にする方法につ

きましては、大地震が発生した際に、本体棟との

設備配管等の接続部分が破断することによって

設備機能が寸断されるリスクが想定されること

から、別棟ではなく、機械室そのものを免震構造

の本体棟に含む計画としているものであります。 

  また、機械室を本体棟の地下、または低層階に

計画しなかったのは、万が一洪水による浸水が発

生した場合でも、非常用発電機などの設備機器に

被害を及ぼさないように配慮したものでありま

す。 

  お示ししている基本計画図において、４階に配

置しております機械室につきましては、御意見も

頂戴しておりますので、基本的に風雨を避けなけ

ればならない仕様の機器、制御盤などでございま

す、の設置をベースに考えており、屋外に設置可

能な機器については、屋上スペースを有効活用し

屋外に振り向けることで、できるだけ屋内機械室

の面積を縮小し、その縮小した分を多目的スペー

スなどに活用できるよう検討していく考えでお

ります。 

  今後、基本設計を進めてまいりますが、その中

で、庁舎全体の空調方式についても詰めていく予

定でありますので、それにあわせ屋内機械室の必

要面積についても精査検討し、防災拠点施設とし

ての機能を十分備える新庁舎を目指して事業を

行ってまいります。 

  次に、２の市立病院と三友堂病院の建設につい

てのうち、周辺道路の整備はどうしていくのかに

ついてお答えいたします。 

  まず、都市計画道路石垣町塩井線につきまして

は、市街地環状線を形成します主要幹線道路であ

る都市計画道路万世橋成島線とあわせて、市街地

道路ネットワークを形成するための重要な整備

予定路線であります。 

  市街地環状線である万世橋成島線につきまして

は、病院へのアクセス道路としても高い整備効果

が期待されるものであり、石垣町塩井線の南伸を

含めたこれら２つの道路整備に当たっては、その

整備計画をともに歩調を合わせていくことが必

要となっております。 

  その事業推進の前提となる万世橋成島線につき

ましては、本市の重要事業として位置づけ、早期

着工に関して毎年強く県に要望しているところ

ではございますが、現状においては、交通量の変

化などを考慮しながら、未整備区間の構造などに
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ついて勉強会等を行いながら調整を図っている

という段階となっております。 

  今回、既存の市立病院に加え、新たに三友堂病

院が同地に建設されることによって、これまで以

上に両病院へのアクセス道路の重要度が高まり

ますので、両病院の整備事業という新たな展開を

道路整備の必要性として十分捉えながら、引き続

き県に対して、万世橋成島線が早期着工されるよ

う強く求めてまいりたいと考えております。 

  次に、都市計画道路上杉神社東寺町線、御質問

にありました市道寿泉寺西線の都市計画道路に

なるものでございます、でありますが、現在の状

況としましては、主要地方道米沢猪苗代線との交

差点、ちょうど上杉神社のところでございます。

そこから旧大門交番間の延長約320メートルの整

備が完了しており、旧大門交番から東側の約490

メートルが都市計画道路の未整備区間となって

おります。 

  今後の整備計画でございますが、建物補償や用

地費などで事業費が相当高額で、整備期間も長期

になるものと想定されることから、展開としまし

ては、お話がありました未整備区間のうち、まず

は現道のない区間である東寺町壽泉寺前から石

垣町塩井線（県道板谷米沢停車場線）までの約150

メートルの整備を先行すべきではないかと考え

ているところであります。 

  この区間につきましては、御承知のとおり、お

寺の本堂や墓地がございますので、その整備手法

につきましては、都市計画道路としての全幅整備

のほか、幅員を現在の市道寿泉寺西線の市道幅ま

で狭めて市道の東伸延長として整備も選択肢に

含め検討していく必要があると考えているとこ

ろであります。 

  上杉神社東寺町線を整備することによって、米

沢駅と上杉神社とを結ぶ道路ネットワークの改

善はもとより、病院にアクセスする道路がふえる

など、一定の効果が期待できるものと思っており

ますが、先ほど申し上げましたとおり、本路線の

整備には相当な事業費が必要となりますので、石

垣町塩井線や万世橋成島線の整備計画の進展を

勘案しながら、本路線の事業化の可能性について

探ってまいりたいと考えているところでありま

す。 

  また、病院周辺の市道につきましても、病院全

体の配置計画が具体的な形となった時点で、周辺

の道路環境整備についても十分検討してまいり

たいと考えているところでございます。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

  〔渡辺勅孝市立病院事務局長登壇〕 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 私からは、市立病院

と三友堂病院の建てかえについてのうち、（４）

周辺道路の整備以外の御質問についてお答えい

たします。 

  まず、新病院の開院時期につきましては、平成

35年度中に両病院の同時開院を目指すこととし

ておりますが、引っ越しのことなどを考慮します

と、平成35年の降雪時期前であります11月ぐらい

までには開院できればと考えております。 

  次に、市立病院建替特別委員会の議論はどう生

かされているのかの点でございます。同委員会は、

平成26年６月に設置されて以来、約３年の間に協

議会を含め13回開催されたところであります。 

  委員会では、基本構想、基本計画、精神科休止、

三友堂病院との連携など、病院建設にかかわる場

面、場面においてさまざまな議論がなされた中で、

委員の皆様からは、地域医療を考えた病院建設や

建設後の経営健全化などに関して貴重な御意見

をいただいたことにより、今日の三友堂病院との

機能分化・医療連携の方向性をお示しするまでに

至ったものと考えており、今後の建設計画にも生

かしてまいりたいと考えております。 

  次に、建物配置についてのうち、建物の高さと

コストの関係でございます。 

  病院を建設する場合は、外来患者さんが利用さ

れる機能を低層階に設置するために、どうしても
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１階、２階の面積が大きくなるのが一般的な形に

なります。極端に狭隘な敷地でなければ、300床

程度の急性期病院を建設する場合には、おおむね

７階から８階建てが一般的な高さではないかと

考えております。 

  それで、建物の高さとコストとの関係につきま

しては、耐震構造であれば高層化するほど軀体な

どを頑丈にする必要があると考えますが、今回の

建設計画では免震構造を想定しておりますので、

一般的な高さの建物、この場合７階から８階です

が、この程度であればコストへの影響は少ないも

のと考えております。 

  次に、省エネ、ＣＯ２対策をどうするのかでご

ざいますが、今後、基本計画や基本設計において

お示しすることになりますが、基本的には本庁舎

と同様に、照明や空調の負荷軽減、太陽光発電装

置やＬＥＤ照明の導入、雨水の有効活用などが考

えられます。 

  次に、三友堂病院とのアクセスについてでござ

います。 

  現在の敷地では、市道の廃止や隣地の購入など

によって建物の配置についても大きく重要度が

増すことから、三友堂病院との接続については、

建物の配置とあわせて考えていくことになりま

す。基本的には、患者さんや利用者が雨、風に当

たらずに往来できるように連絡通路等で接続す

るような形を想定しております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） ありがとうございました。 

  市庁舎の設計についてでありますけれども、現

在のフロア面積が１万1,964平米、これを新庁舎

の目標面積としては約１万平米にまで縮小して

いきたいということであります。これで見ますと、

この割合、減少幅がマイナス16.4％、今のフロア

面積より少なくなるというふうになっておるわ

けでありますけれども、今まで７階建てだったも

のを４階建てにすると。 

  そうしますと、５階部分、６階部分、７階部分、

それと議会棟がなくなるという数字からします

と、この16.4％小さくなるというのは何か意外と

少ないなというふうに感じるわけでありますけ

れども、この議会棟が入っていないか、ちょっと

数字がもうちょっと大きくなりそうな気がする

のですが、その辺はどうでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 現在の本庁舎の面積につきま

しては、議会棟含みで１万1,964平米でございま

す。これを１万平米に縮小しようということで、

今取り組んでいるわけですが、基本的に、現在本

庁舎に配置している部署がそのまま新庁舎に移

行しますので、本来は現有面積が必要になるわけ

でございますけれども、将来を見据えて縮小をし

ていくために１万平米としたところでございま

す。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） それから、先ほども将来

的には教育委員会を何とか本庁舎が余裕スペー

スが、人口減少に伴って職員数も減るとか、そう

いった状況になれば、教育委員会を新しい庁舎に

移転をしたいということでございますけれども、

今教育委員会が入っています文化センターの老

朽度合い、これと耐震の調査、この辺はどうなっ

ておるのでしょうか。あと何年ぐらいもつのでし

ょうかね。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 まず、文化センターの耐

震につきましては、平成17年度に耐震診断を実施

しております。その結果では、ホール等について

は基準となる0.6を上回るということで、倒壊ま

たは崩壊の危険性が低いという結果をいただい

ております。 

  ただ、管理棟につきましては、一部この基準値

を下回る数値がありましたので、倒壊または崩壊

の危険性が高いというような指摘をいただいて

おります。この結果、平成28年度に図書館移転に
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合わせまして、Ｉｓ値が低かった部分につきまし

て耐震壁の増設工事などを行って安全性の向上

を図っております。 

  文化センターにつきましては、現在、建築後43

年が経過しておりますので、一定程度老朽化はし

ておりますが、この間、さまざま改修工事なども

行っておりますが、今後も引き続き使用していく

ためには、さまざま長寿命化計画に基づきまして

改修工事が必要だというふうに考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） 当分の間、健康課、それ

から上下水道部は別に配置していくということ

でございますけれども、健康課と上下水道部、こ

ういったものの将来については、上下水道部はか

なりボリュームもあるしあれなんですけれども、

健康課あたりは何とかなりそうな気もするので

すが、その辺の将来の構想についてはどのように

お考えでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まずは、基本計画の中では、

教育委員会の将来的な本庁舎への移行を想定し

ておりますが、すこやかセンターにつきましては、

建物自体はまだまだ使用可能でございます。それ

もあって、今回は基本計画に健康課の分は含めな

かったわけでございますけれども、将来的にさま

ざまな社会情勢も変わることが考えられますの

で、いつになるかわかりませんが、その点につい

ては、その時点で検討すべきであると考えており

ます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） それから、省エネ、ＣＯ

２対策についてでありますけれども、雨水を利用

する、太陽光発電等をやっていきたいというすば

らしい御答弁をいただいたわけでありますけれ

ども、この雨水については、タンクというか、た

めるスペースは、より屋上に近いところにやって、

そのまま自動的に流下式というか、何もエネルギ

ーを使わずに配管で下におろすようなあれなの

か、それとも地下にタンクを設けて、そこに一時

的に雨水をためてそれをポンプアップして使う

というふうな方向性なのか、その辺、もしお決ま

りであるかどうかですけれども、そこのところ１

点お聞きしておきたい。 

  それから、太陽光発電についてでありますけれ

ども、電力会社の買電単価、買い取り価格の低下

等が、どうもここのところ非常に話題に上ってお

りまして、大分かつての前のように高い値段で電

力を買い取るということがなくなっていくよう

な将来不安があるわけでありますけれども、そう

いったものに対してはどういう見通し、対応なの

でしょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 最初に、私から雨水槽の場所

についてお答えさせていただきます。 

  基本的な計画ですと、雨水槽の設置場所につい

ては、免震層、地下といいますか、１階下の免震

層をつくります。その間の高さ、クリアランスを

利用してそこに水槽を設けたい。そして、非常時

に使うときにはポンプで送ってやるというよう

なところを考えているところでございます。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 ２番目の質問でございますけ

れども、買い取り価格が下がっておりますけれど

も、太陽光発電を設置するのかという御質問でご

ざいますが、発電した電気を売電するものではな

く、新庁舎で常時使用して環境負荷の低減を図る

ものとして計画をしております。 

  また、災害時の停電を想定いたしまして、非常

時自家発電装置も設置する予定ではありますが、

このバックアップとしても太陽光発電装置を活

用する考えでございますので、設置する方針に変

わりはございません。 

  以上です。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） 機械室の話でございます

けれども、かつて市政協議会でもいろいろ御質問
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させていただいたわけでありますけれども、我々

櫻田門の会派の統一見解といたしまして、やはり

機械室が４階にあると、冷暖房効果の高い本庁舎

の４階、そして今回は４階建てですので、最上階

の見晴らしのよいところに機械室、何かやっぱり

これは変ですよねというふうに思うわけであり

ます。こんな冷暖房効果の非常にきいた一番見晴

らしのよい４階、これはやっぱり人間の入るとこ

ろではないでしょうか。 

  やっぱり機械室というものは、普通一般の常識

ですと地下とか、プレハブ、別棟でもよいのでは

ないかなというふうに思っております。機械は寒

くても暑くても文句は言わないし、それから機械

の交換時、４階の高さで重量のある大きな機械を

更新するというふうになれば、壁面の横からクレ

ーンでつって出して入れなければならない。非常

に危険を伴うのではないでしょうか。 

  そして、やはりこういったところが執務空間と

して利用できるんであれば、健康課の皆さん、上

下水道部の皆さんが入るということになるはず

だと思うのですけれども、そういった方々より機

械のほうが大事であると言っているように思え

てどうも賛成できません。 

  それで、何でこの案が出てきたのかなといろい

ろ新庁舎建設事業要求水準書、これの整備対象施

設概要の20ページ、ここに機械室という記述がご

ざいまして、「電気関連機械室は、配管ルートに

注意し、トイレ、給湯室など、水を利用する室の

下階に配置しないこと」という一文が入っている

んです。 

  これを設計業者が読んで、やっぱりじゃあトイ

レ、給湯など水を利用するフロアの下にならない

ようにということで、一番最上階に持っていった

んではなかろうかなという気がするのですが、ど

うもやっぱり私は、我々櫻田門一同は、本当は市

長室とか、そういったものが４階の一番見晴らし

のよい高いところにいくのかなと思っていまし

たけれども、人間でない機械が入るということに

ついてはどうも合点がいかないということなの

ですが、その機械室が上の階にいくことについて

のこの流れは、私はこの水を利用する階の下には

設置しないことということの文章からそうなっ

たのではなかろうかなというふうに思うわけで

すけれども、その辺いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 確かに要求水準書にそのよう

な旨は書いてあるところですけれども、こういっ

たところは基本的に注意する事項でありまして、

当初から基本計画図において、機械室は４階のほ

うに配置するような計画をお示ししているとこ

ろであります。 

  そのような理由につきましては、先ほど答弁申

し上げましたとおり、別棟については設備関係の

接続がございますので、万が一の地震で破断する

とその機能そのものを損失してしまうおそれが

あります。そして、地下は浸水するおそれがある

と。また、２階部分については、ある程度市民の

ためのスペースとして必要になっているという

ようなところで、どうしても機械室のほうを４階

なりに設置する計画にしております。 

  また、逆に上のほうに設置することによって、

クレーンで交換するなりすることも容易にでき

るかと思っております。上のほうに機械室を設置

している自治体の設計例もあるところでござい

ます。 

  そして、先ほど御答弁申し上げましたとおり、

議会のほうから御意見もいただいておりますの

で、機械室のスペース、基本計画図でお示しして

おりますけれども、そこについては、どうしても

屋内に設置しなければならない制御盤とか、そう

いったものをベースにしまして、屋外に上げても

いいものについては屋上に上げるというような

考え方をしております。そして、あいたスペース

については、いろいろな多目的な空間に利用して

いきたいというふうに考えているところでござ

いますので、御理解のほうをよろしくお願いいた
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します。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） そんなことで、４階の機

械室スペースを執務空間になるべく多く充てら

れるようなことを、今後ともぜひ設計の段階で検

討してやっていっていただきたいというふうに

思います。 

  それからあと、現在の庁舎にアスベストは使わ

れているのでしょうか。 

  あと、ずっと読んでいってみたんですが、喫煙

スペースについての記述が私は見つけられなか

ったのですが、喫煙スペースについて記述がない

ということは、敷地内も喫煙を認めないというこ

となのかなというふうに思ったりしたのであり

ますけれども、今現在は１階の東側部分にボック

スの喫煙のスペースがあって、あとは真ん中の庁

舎の下を通る通路のところにプレハブというん

ですか、あんな喫煙室があるんですが、その辺、

喫煙スペースについてはどのような構想なので

しょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず、アスベストにつきまし

ては、昭和40年代半ばでございますので、一部使

用されております。現在は封じ込めをしておりま

すので、適切な対応をしているところでございま

すが、除去する際はこれに対する対応も必要にな

ってございます。 

  それから、喫煙所につきましては、以前からさ

まざま御議論いただいておりまして、敷地内禁煙

とするか、あるいは今までどおり建物内禁煙とし

まして喫煙所を設けるかについては、まだ検討中

でございます。 

  ７月に健康増進法が改正されまして、受動喫煙

防止対策が強化されております。庁舎は特定屋外

喫煙場所を設置できる施設とされておりますが、

設置する場合の具体的な措置内容がまだ国から

示されておりません。その措置内容の通知を待っ

て、さらに検討を行いまして議会のほうにも説明

していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） 時間もちょっと迫ってき

ましたので、これからプロポーザルというか、も

うプロポーザルは出ているのかな。そういったこ

とで、民間の新しいアイデア、そういったものを

私は非常に期待をしておるんです。結局高額投資

で、それで箱物つくりましたで終わっていないの

かということなんです。 

  佐賀県武雄市の図書館は、公設民営でツタヤさ

んに運営を任せたこと、それからスターバックス

コーヒーが入ったりして、全国的にももう非常に

注目された。それから、近くでは高畠町の中学校

が１校に統合されたとか、あと南陽市の文化会館、

1,400人収容で耐火木造、これがギネスの認定に

なって、一流のアーティストや人気のイベントが

めじろ押しだということで、何か、せっかく今の

ところで43億5,000万円ぐらいですか、これだけ

のまた膨大な設備投資をかけるわけですので、そ

ういうアイデアを盛り込んでやっていただきた

い。 

  現庁舎が48年たっておるわけですけれども、今

度の新庁舎は大体何年ぐらいもつものをつくろ

うというふうにしておられるのでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず、さまざまな自治体で話

題といいますか、個性を打ち出しているようなと

ころもあるようでございますけれども、まず本市

としましても、市民に長く愛される庁舎とするた

め、周辺環境と調和のとれたデザインとすること

ですとか、内装や備品に地場産木材を取り入れる

ことなどを計画しておりますが、やはり庁舎とい

う性格上、性質上、なかなかそのような特異とい

いますか、話題性のあるような個性を打ち出す必

要については、現時点では考えていないところで

ございます。 

  それから、耐用年数につきましては、一般的に

は60年程度と言われておりますけれども、より長
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く使えるようなものにできるよう設計の中で検

討したいと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） 次に、市立病院のほうの

質問に入っていきたいというふうに思います。 

  市立病院については、さきの話では、北側駐車

場と精神科病棟等があるので、北のほうにつくれ

ば何とかなるかなという話だったんですが、北村

公園との比較図では、現在の病院正面前の道路を

挟んで、北に市立病院、南の駐車場側の道路を挟

んだ北の部分に三友堂さんとなった図面が一番

新しい図面かなというふうに思って見ておりま

すが、この配置の構想で決定に近いというか、そ

ういう構想で北の端のほうに建てるという、道路

を挟んでの構想、これでいくのだというふうに思

ってよろしいのでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 御指摘のとおり、当

初は北側駐車場と精神科病棟に新病院を建設と

いう構想を立てておりましたが、今回の建設系コ

ンサルタントで最新のお示ししている図面のよ

うな御提案がございました。 

  実は三友堂さんとの医療連携の関係で、外来診

療をどの程度分担するのかというような細かい

ところが決まっておりません。それが決まらない

とそれぞれの建物の規模が決まらないわけなん

ですけれども、ただ、大体の位置関係については、

今お示ししている図面の考えが踏襲されるもの

と思っております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） 市立病院が北側用地の南

側に位置することによって、現病院と、現在稼働

している部分とかぶることになって、そうすると、

仮病院整備ということで、これの移転面積にもよ

るが、仮設棟新築、既存棟改修の費用がかかると

いう、この北村公園との比較の図面を今見ておる

わけですけれども、この中で、そのことにかかる

費用が約12億円というふうに書いてございます

けれども、そんなにかかるんであれば、数億円で

別の土地を買って建てたほうが安いのではない

かと。非常にこれは高過ぎるというふうに思うの

ですが、これと仮設棟に補助金等の充当はあるの

でしょうか。その２つお聞きします。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 この12億円という金

額は、仮設施設の費用ということなんですが、あ

くまでも北村公園との比較検討の際に、コンサル

タントのほうの客観的な意見ということで承っ

たものでございます。コンサルタントのほうに確

認しますと、あくまでも上限値ということですの

で、規格などを十分に精査の上、必要最小限のコ

ストに抑えたいと考えてございます。 

  なお、仮設施設に対する補助制度については、

現時点では確認はとれておりません。ないものと

思っております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１番（山村 明議員） ひとつなるべく無駄な費

用のかからないように、市民の納得のいくような、

そういった計画、構想でやっていただきたいとい

うふうに思います。 

  それから、平成16年５月に、米沢出身の方から

駐車場南側の土地、約400坪を御寄附いただいて

おります。その後、平成23年にさらにその南側用

地を買収して、県道板谷米沢停車場線に用地がつ

ながったわけでありますけれども、今回、その南

側の用地に三友堂さんが来るのかなというふう

な配置図面になっておりますけれども、この寄附

いただいた土地を三友堂さんに売却するという

ふうなことになった場合に、寄附者の意向に沿わ

ないことになるというような懸念はないのでし

ょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今、御指摘のとおり、

平成16年５月に400坪の土地の寄附をいただいて

おります。残念ながら、御寄附いただいた方、既

にもうお亡くなりになってございまして、このた
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び市立病院と三友堂病院の建設等について、御親

族の方がまだいらっしゃいますので、御親族の方

に御説明に参上しました。今後の土地の使用につ

いて御意見を伺ったところ、もう既に譲り渡した

ものなので、そちらのほうで御自由に使っていた

だいて結構ですということでの御対応をいただ

いておりますので、計画的に進めてまいりたいと

思っております。 

○島軒純一議長 以上で１番山村明議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１５分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、コンパクトシティーについて外１点、16

番海老名悟議員。 

  〔１６番海老名 悟議員登壇〕（拍手） 

○１６番（海老名 悟議員） 私、一新会の海老名

悟です。 

  ただいまは議長から４時過ぎまでやっていいよ

というお許しをいただきましてありがとうござ

います。まだ45分ありますので、それで済めばそ

れまでということでありますが、目いっぱい頑張

らせていただきたいと思います。 

  ９月に入りましてめっきり涼しくなりましたと

いう出だしで、昨年の９月定例会の一般質問も始

めていましたが、昨年の８月は曇り空と雨模様の

天気が続いて気温も低かったということを話し

ておりました。 

  しかし、ことしの夏は記録的な猛暑となりまし

て、本市でも８月の最高気温を更新するなど、市

民生活にも多大な影響を与えました。中でも、降

雨量が少なかったために、本市の水がめである綱

木川ダムと水窪ダムの貯水率が20％前後まで減

少し、取水率の引き下げや節水の呼びかけ、プー

ルの使用中止などが実施され、市民の皆様に大き

な不安を抱かせることになったものと思われま

す。 

  ８月下旬からの降雨で危機的状況は免れたもの

の、本市のように水不足に悩まされた地域とは対

照的に、同じ県内でも庄内や最上地域では、豪雨

により８月中に２度も被害を受けるという事態

も発生しました。 

  そして、先日の台風21号が近畿地方に甚大な被

害をもたらしたばかりだったのに、きょうは北海

道で大地震が発生してしまいました。時間の経過

とともに被害の大きさが徐々に明らかになって

いますが、被害に遭われた皆様には心よりお見舞

い申し上げます。 

  このように不順な天候にもかかわらず、８月末

に東北農政局から発表された８月15日現在の県

内水稲の作柄概況は、「平年並み」という報道が

今月１日の新聞に載っており、ほっといたしまし

たが、その記事が大きく載っていた２面の片隅に、

「県人口109万994人」と題し、８月１日現在の県

内の人口が、前月比で309人減少しているという

記事が載っていました。 

  その内容は、自然動態が538人減少し、社会動態

は229人増加、世帯数は181世帯増加となっていま

した。さんざん天候や作柄概況の話をしておいて

言うのもなんですが、私がする今回の質問の前提

になっているのはこの人口減少であります。 

  本市の人口と世帯数の推移を住民基本台帳に沿
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って調べてみましたところ、2013年４月から2018

年４月までの５年間で、人口が4,872人減少し、

逆に世帯数は150世帯増加しています。 

  人口が減っているのに世帯数はふえるという現

象から考えられるのは、いわゆる核家族化が進ん

でいることに加え、単身世帯もふえているという

ことと、その世帯の居住エリアが広がっていると

いうことではないでしょうか。 

  私の住む中部地区でありがちなことは、結婚す

るまでは地区内に住んでいるのに、子供が生まれ

るのを機に、郊外に一戸建てを購入して引っ越し

ていくというパターンです。これでどれだけ市民

総体出場選手がいなくなったことか。 

  それは置いておくといたしまして、このように

人口減少と居住エリアの拡大が進む中で、コンパ

クトシティーについて質問したいと思います。 

  今さらコンパクトシティーかと思われる方々も

おられるかもしれませんが、ならば、本市のコン

パクトシティー化が進んでいるのかと言えば、到

底そうは思えません。 

  これまでは2011年に策定した米沢市中心市街地

活性化基本計画に基づき、市立図書館・市民ギャ

ラリー「ナセＢＡ」や、西條天満公園などを建設、

整備し、2020年まで各種事業を実施する計画でし

た。 

  それが、2020年からは米沢市都市計画マスター

プランと米沢市立地適正化計画を策定しようと

準備に入っています。これらの計画は、コンパク

トなまちづくりを目指して作成されるものです。 

  コンパクトなまちづくりを目指す上で、コンパ

クトシティーというものをどう捉えていくのか

が重要になると思いますが、ここ数年でコンパク

トシティーの概念も多様化しているようです。 

  国土交通省は、「高密度で近接した開発形態、

公共交通機関でつながった市街地、地域サービス

や職場までの移動が容易の３点を有する都市」と

言っていますが、学術的には、「郊外への無秩序

な開発による中心市街地の空洞化に歯どめをか

け、中心市街地を活性化することを目的とする」

となっています。 

  このように、一口にコンパクトシティーと言っ

ても、さまざまな概念や目的があるようですが、

本市が考えるコンパクトシティーとはどのよう

なものなのかお答えください。 

  次に、都市機能と居住の集約化についてお尋ね

します。 

  先月の24日に、本市都市整備課主催による「人

口減少下におけるまちづくり」と題した講演会が

開かれました。講師は、国土交通省東北地方整備

局の小林孝都市・住宅整備課長でしたが、今回の

質問を考えていた私やきのう質問された相田議

員にとってはとてもタイムリーな講演だったん

ではないでしょうか。 

  その講演の中で、本市もこれから策定しようと

している立地適正化計画について、人口減少下に

おいても医療・福祉・商業等の必要な生活サービ

スが確保され、住民が安心して暮らせる都市をつ

くるための包括的なマスタープランであり、町な

かや公共交通の沿線に都市機能や居住を誘導し、

ネットワークでつなぐコンパクトシティーを実

現するためのツールであると解説されていまし

た。 

  先ほども触れましたように、県も本市も人口減

少が進んでいるにもかかわらず、世帯数は増加す

るという状況にあります。この状況がさらに進め

ば、中心市街地の衰退や拡散した市街地へのイン

フラ整備による行政負担増など、さまざまな問題

が生じてくることが予測されます。 

  このような状況で、住民が安心して暮らせるよ

うに、都市機能誘導区域と居住誘導区域を設けて、

それぞれをネットワークでつないでコンパクト

シティーを実現するということですが、そう言わ

れて、はい、わかりましたと簡単にいくものでし

ょうか。 

  都市機能と一口に言っても、その中身は多岐に

わたり、医療・福祉、教育、商業、文化・体育、
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交通・生活基盤と幅広くあります。また、居住を

誘導する具体的な手法については、まだまだ不明

な点が多いようです。そこで、都市機能と居住の

集約化について、本市はどのように考えているの

かお答えください。 

  続きまして、幼児教育・保育無償化についてお

尋ねします。 

  この幼児教育・保育無償化とは、政府が2019年

10月に実施を予定している政策で、消費税10％へ

の引き上げに合わせ、世帯年収を問わずに３歳か

ら５歳児全員と住民税非課税世帯のゼロ歳から

２歳児を対象に、認定こども園、認可保育園の利

用を無償化し、幼稚園には月２万5,700円、認可

外保育園についても月３万7,000円を上限に補助

を実施しようとするものであります。 

  この政策は、昨年12月に閣議決定され、その後、

対象施設の拡大などを盛り込んで、本年５月に改

めて方針が打ち出されました。しかし、この政策

に対しては、当初から保育園関係団体や有識者か

らさまざまな課題が指摘されていました。 

  それは、待機児童問題の解消や幼稚園教諭、保

育士の確保を優先し、教育・保育の質を高めるべ

きではないかという指摘や政策実施までの準備

期間が短いという自治体側の問題などがあるよ

うです。 

  本年７月から８月にかけて、全国の都道府県庁

所在地と政令指定都市、中核市の計83市区を対象

にして、共同通信がこの政策に対する調査を実施

しました。 

  その結果、全面的に賛成が１市、どちらかとい

えば賛成が35市区で、全体の44％にとどまり、63

市区、全体の78％が無償になることで保育施設へ

の入所申し込みがふえると予想し、49市区、全体

の60％が、待機児童がふえると答えています。ま

た、53市、全体の66％が、自治体の業務がふえ、

対応できるか不安という意見が最も多かったよ

うです。 

  ちなみに山形市は、賛否に関してはどちらとも

言えないと答えていたそうです。 

  本市は、この調査対象にはなっていませんでし

たが、このままでいけば、来年10月には現場の業

務を担うことになるわけです。そこで、この幼児

教育・保育無償化に対する本市の対応についてお

答えください。 

  次に、無償化による影響についてお尋ねします。 

  さきに述べた調査結果でも、無償化によって保

育施設への申し込みがふえることを予測してい

る自治体が多かったようですが、本市には本市の

実情があるはずです。 

  出生数の減少や待機児童の数、受け入れ施設の

許容人数などを踏まえて、本市においてはどのよ

うな影響があると予測しているのかお答えくだ

さい。 

  最後に、市内の幼児教育・保育従事者の実態に

ついてお尋ねします。 

  幼児教育・保育無償化は、子育て家庭の経済的

負担を軽減する政策であり、基本的には大賛成の

ものであります。全国の自治体においても総論賛

成、各論反対というのが実情ではないでしょうか。 

  しかし、私が知っている市内の幼稚園や保育園

の園長先生の話を伺うと、いずこも幼稚園教諭や

保育士、看護師、栄養士などの従事者が慢性的に

不足している状況に苦慮されているようです。 

  このような状況にある市内の幼児教育・保育従

事者の実態についてどのように把握しているの

かお答えください。 

  これからのまちづくりは、人口減少を大前提に

考えていかなくてはなりません。同時に、少子化

が進む中においては、幼児教育と保育の重要性は

さらに高まっていくものと思われます。 

  こういった観点からの質問でありますので、当

局の皆さんも将来を見据えた答弁をお願いして、

壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１のコンパクトシ
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ティーについてお答えいたします。 

  初めに、本市の考えるコンパクトシティーにつ

いてでありますが、きのうの相田克平議員と一部

重なることについては、御了承のほどをお願いい

たします。 

  本市に限らず、全国の多くの地方都市でも同様

の傾向でありますが、郊外地への開発が進み、市

街地が拡散してきた中、今後は急速な人口減少が

見込まれており、拡散した市街地のままで人口が

減少し、居住が低密度化すれば、一定の人口密度

に支えられてきた医療や福祉、商業などの生活サ

ービスの提供が将来的に困難になりかねない状

況にあります。 

  また、高齢者が急速に増加する中で、医療や介

護の需要が急増し、医療・福祉サービスの提供や

地域の活力維持が満足できなくなることが懸念

されます。 

  本市の現状としましては、ことし３月末に、新

たに発表された国立社会保障・人口問題研究所の

将来の人口推計によりますと、以前の推計よりも

人口減少が加速することが予測されております

し、また、人口集中地区（ＤＩＤ）地区に絞って

過去からの推移を見ますと、面積については大き

な変動はないものの、人口密度については、昭和

60年で１ヘクタール当たり約40人だったものが、

平成27年には約35人と５人も減っている状況に

あります。 

  今後、これらの現状が、先ほど申し上げたよう

なさまざまな課題に発展し、かつ深刻化しかねな

い状況にあって、本市にとって都市機能の再構築

を図り、市街地の人口密度を保ち、持続可能な都

市経営を実現するため、コンパクトな都市構造へ

の転換に関する取り組みを進めていくことは重

要であると考えております。 

  また、周辺地域に関しましては、恵まれた自然

環境による水源の涵養、地球温暖化の防止、木材

等の林産物、農産物の供給、さらには、歴史的景

観などの多面的な機能を持っており、都市全体の

機能を維持するために重要な役割を担っている

と考えておりますことから、本市の基本的なスタ

ンスは、まちづくり総合計画やこれまでの都市計

画マスタープランを踏まえて、無秩序にまちを拡

大させないとする方向性を維持しながら、中心地

に都市機能を集積させるとともに、周辺地域につ

いては、その特性を生かしたまちづくりを推進す

るため、公共交通で結び、中心地と周辺地域との

相互連携が図れるコンパクトシティー・プラス・

ネットワークの考え方を基本としながら、都市の

構造転換を推し進めていかなければならないと

考えているところであります。 

  次に、都市機能と居住の集約化についてどう考

えているのかの御質問にお答えいたします。 

  持続可能な都市経営に向けては、先ほど申し上

げましたさまざまな課題に対応する解決策の一

つとして、現在、都市計画マスタープラン及び立

地適正化計画の策定を進めているところです。 

  現時点では現状分析を進めていく状況であって、

検討を始めたばかりの段階でもあり、その内容に

つきましては、現時点でお示しできるものではご

ざいませんが、都市機能や居住の誘導に関する基

本的な方針につきましては、国の立地適正化計画

制度に基づき、規制ではなく、誘導を基本として

考えているところであります。 

  その中で、都市機能につきましては、立地適正

化計画の検討の中で、まちづくりの方針や都市の

骨格構造を定めた上で、これに沿った形で誘導区

域や誘導施設を設定することにより、都市機能の

誘導を図ってまいりたいと考えております。 

  また、居住の集約化に関しましては、例えば郊

外部において農業などの従事者が農村部に居住

することは当然のことでありますし、実際に周辺

地区にお住まいの方々を一概に集約するもので

はないと捉えているところであります。 

  基本的に、周辺地区については、その地域環境

などを維持しつつ、無秩序にまちを拡大させない

ことを前提に、時間をかけながら定められたエリ
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アに居住の集約化を図っていくべきものと考え

ております。 

  なお、今後、立地適正化計画の策定において、

関係する計画や関係施策、各分野における施設の

立地の動向などを調査するほか、本市が抱える課

題の抽出・分析などを踏まえ、都市機能誘導区域

や居住誘導区域の設定を含め、都市機能や居住の

集約化に関する方策などについて勉強しながら、

そして議論しながら検討を進めてまいりたいと

考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、２、幼児教育・

保育無償化についてお答えいたします。 

  初めに、本市の対応についてお答えいたします。 

  幼児教育・保育の無償化は、議員お述べのとお

り、来年10月から実施される予定で、世帯の収入

にかかわらず、３歳から５歳児の幼稚園や認可保

育施設等の利用を無償化するものであります。 

  ただし、現時点では、国から方針のみが示され

ているだけで、事務手続の詳細についてはまだ明

らかではありません。 

  そのため、制度設計について具体的なことは明

確ではありませんが、システム改修に伴う予算措

置や無償化の時期が年度途中であることから、事

務の煩雑化、事務量の増加が見込まれます。 

  次に、無償化の影響についてであります。 

  本市の３歳から５歳児の児童数は、平成30年４

月１日現在、1,758人で、保育所や認定こども園

等を利用している児童数は1,700人、利用率にし

て96.7％になります。無償化対象児童のほとんど

がいずれかの施設を利用しているため、新たな保

育ニーズの増加は見込まれないと考えておりま

す。 

  ただし、認定こども園の利用者で、教育標準時

間４時間の１号認定を受けている児童が、無償化

に伴い、預かり保育や給食費の負担がない保育標

準時間11時間の２号認定を希望することも考え

られ、結果としては保育時間が長くなり、保育現

場での保育士確保がさらに困難になることや、保

育機能の受け皿が不足する可能性が懸念されま

す。 

  また、無償化対象外の施設から無償化対象の施

設への転園希望も発生するのではないかと考え

ております。 

  市内の幼児教育・保育従事者の実態についてで

あります。 

  本市においては、幼稚園から認定こども園への

移行が進んだことにより、保育士の需要が増加し

ています。人材不足による児童の受け入れができ

ない園も見受けられるようになりました。 

  保育士の確保策として、保育士宿舎借り上げ支

援事業の実施に向け、今９月定例議会に補正予算

を提出しております。今後も、国や県の補助制度

で、保育士確保に有効な手段があれば、実施主体

と協議しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  まず先に、コンパクトシティー、こちらについ

て改めて質問をさせていただきたいと思います。 

  先ほど建設部長のほうからＤＩＤ、いわゆる町

なかですよね、市街地の密度の部分についてのお

話がありましたけれども、面積としてはさほど変

わってないと。にもかかわらず、人口密度が40人

から35人に減っているというような御説明があ

りました。 

  これは、いわゆるスプロールと言われる空洞化

ですよね。これが進んでのことなのか、それとも

そもそも米沢市の人口が、先ほど言ったとおり年

間約1,000人近いペースで減っていますので、そ

ういった関係にもよるものなのか、両方あるのか

なという気がしますけれども、ただ、いずれにし



- 128 - 

てもそうなんです。中心部からはどんどん、どん

どん人が減っていると。 

  ただ、最近は逆に今度中心部にマンションがで

き始めているという、ちょっとした逆転現象も起

き始めているものですから、今後はその辺は、Ｄ

ＩＤに関しては注目していかなくてはならない

なというふうに私も思います。 

  今後、進めていくコンパクトシティーというも

の、シティー化していくという部分に関して、や

はり都市機能と居住のそれぞれの誘導区域、これ

をやはり設けていかなくてはいけないんではな

いのかというようなお話もありました。 

  その中で、都市機能の部分に関して言いますと、

先ほど私壇上でも言いましたけれども、都市機能

と一口に言っても非常に多岐にわたっていると

いう部分があるんですが、その中でも自治体であ

る本市が直接的にさわれるものがあるはずなん

ですね。いわゆる公共施設です。 

  公共施設に関して言えば、当然地元の方々のさ

まざまな意見も聞かなくてはならないというの

はありますが、それでもその主権である自治体側

の意向で、その公共施設をつくっていく、位置を

決めていくと。言ってみれば、今回の病院、それ

から市庁舎、いずれもそういうことになっている

わけです。当然市民の意見も聞きながらですが、

最終決定は自治体がやっていくと。 

  それを考えた場合には、この都市機能の集約化

の公共施設の配置という部分に関して言うと、圧

倒的に自治体側にその権限があると言っていい

と思います。 

  そうした場合、都市機能の誘導区域ということ

を考えた場合、公共施設の配置については、今後

どのように当局としては考えておられるんでし

ょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 現在、現状分析中でありまし

て、いろいろな施策、そしてこれからの公共施設、

そういったものを踏まえながら、将来を見越しな

がらエリアを考えていく必要があると思ってお

ります。 

  ただ、今現在置かれている施設の配置、それか

ら密度、それから民間の施設などを踏まえながら、

さまざまなエリアのエリアどりといいますか、エ

リア設定を考えていきながら、適正なエリア、望

ましいエリアを考えて、そこに今お話があった公

共施設を都市機能誘導施設として配置すること

によって、そのエリアが市民サービスを向上でき

るような形になるように考えていかなければな

らないというふうに思っております。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） これから先を考えた

場合なんですけれども、先ほど私もしつこく言っ

ていましたし、ほかの議員の方々も今回人口減少

という言葉がまるでキーワードのように出てき

ています。これから先を考えた場合には、本市に

限らず、日本がまさに人類史上かつて味わったこ

とのないような形で人口が減っていくと。 

  恐らくこれに関しては、国はさまざまな政策を

とろうとしていますけれども、簡単にそれでとま

るようなものだとは思えません。当然本市におい

ても同様に進んでいくということを考えた場合

に、私はやっぱりそこが一番基本かなというふう

に思っています。人口がどんどん、どんどん減っ

ていく。でも、この米沢市の行政面積約500平方

キロメートルは変わらずにあるわけです。 

  面積は変わりないのに住む人が減っていく。で

も、以前につくった公共施設、道路でも何でもそ

うですけれども、そういったものは残っていくし、

維持もしていかなくてはならない。なおかつその

中でコンパクト化をしなくてはならない。 

  これは、先ほど部長が構造の、言ってみれば転

換を図らなくてはならないという言葉を使って

おられましたけれども、まさにそうなんですね。

今までのやってきた構造をまるっきり転換して

いかないと、今後の人口減少の中にあってのコン

パクトシティーなんていうのは、そう簡単にでき
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る話ではないだろうなというふうに思います。し

かし、そのときになってやはり考えるというのは、

これはなかなか厳しいと思います。 

  先ほど住民基本台帳の話をしましたけれども、

ここ５年間見てもわかるわけです。年間に大体

900人以上、1,000人弱が減っているわけですから、

この事実は今後も変わらないと見れば、非常に予

測は逆に立てやすいわけです。来年になれば約

1,000人減るんだなというところから、どういう

ふうにやっていけばいいのか。 

  あとは、問題は、この間の国土交通省の講演会

をやっていただいたときにお話がありましたけ

れども、あの中でも人口のエリアをメッシュ状に

して、100メートル単位の、100掛ける100のとこ

ろで、どこがどういうふうに減っていくのか、逆

にふえるのかというのを予測されていました。 

  こういったことも含めてやっていけば、将来的

にどこに公共施設を持っていくのが市民にとっ

て利便性が高くなっていくのかということにつ

ながると思います。 

  私せっかくこの間、国土交通省の方がそういっ

た資料、当然建設部も持っていらっしゃると思い

ますけれども、これをやはり積極的に活用すべき

だと思います。でないと、将来を見越してという

のは、実は将来を予測しなくちゃいけない。この

地区は、人口いずれ５年後にはこのくらいになっ

ちゃうと。 

  そこにどういうふうに持っていくかということ

を考えなくてはならないと思いますので、ぜひと

もこういった資料を活用すべきだと思いますけ

れども、そういった予測に関して、将来予測に関

してデータを含めた何かしらの対応が必要だと

思うんですけれども、そういったことについて、

何か今やっていらっしゃることとかないでしょ

うかね。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 お話があったとおり、先日の

セミナーでこういった分析、我々も見せていただ

いて、将来の動向を見据えて施策を打っていかな

ければならないと重要性を改めて感じたところ

であります。 

  やはり立地適正化計画というのは、区域をつく

っていく、そして緩やかに人口密度を上げていく

というような施策でありますので、それをやって

いくには、市民コンセンサスというのが一番大事

かなと思っております。 

  こういったデータ分析などをいろいろ踏まえま

して、示しながら、将来の市民サービスを確保す

るというようなところを強調しながら、コンセン

サスをとっていきたいなというふうに思ってい

るところであります。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひともこれからの

行政をしていく上では、私は５年単位の近視眼的

な予測も必要ですし、数十年後を見越してのまち

づくりというものも考えていかなくちゃならな

いと思いますので、ぜひともそういったデータを

活用しながら予測をしていただきたいというふ

うに思います。 

  それから、これは公共施設というものではない

と思いますけれども、公共交通機関ですね。せん

だってのやはりセミナーの中でもありました。こ

れからの立地適正化計画というものをつくって

いく場合においては、拠点をつくったときに、そ

れぞれを結ぶ、つなぐネットワークが必要なんだ

ということが書いてありましたし、どこを調べて

もそれが必要だと。言ってみれば、これからのコ

ンパクトシティーを考える上では、公共交通機関

というものは抜いては考えられないというのが

大勢だと私も思います。 

  その中で、本市は今、いわゆるデマンド交通シ

ステム、こちらの実証実験をやっています。これ

が今は補助金がありますので、実証実験という形

でやっていることができるんですけれども、これ

我々も、以前他市の先進事例を見てきたときに、

どうしても金の切れ目が縁の切れ目とは言わな
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いですけれども、補助金が切れると実証実験も終

わり、つまりそのシステムもそれまでと。じゃあ、

今まで何のために実証実験やったのと言いたく

なるようなところも見受けられます。 

  そのデマンド交通システムなんですけれども、

これからこのコンパクトシティーを考える上で、

拠点を結んでいく、つないでいくネットワークと

してはこれが使えるものなのかどうなのか、そう

いった部分についても、私は考える必要があると

思うんですけれども、その点においては、今現在

何かしらのお考えはありませんでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 立地適正化計画の中で、

やはり拠点間を結ぶというところ、コンパクトシ

ティー・プラス・ネットワークというところで大

きなテーマでございます。まだこれからですので、

私どものほうで基本的な考え方はまとまってお

りませんが、基本的に拠点間を結ぶというものは

バスなどのある程度多くの方が御乗車いただく

と、そしてできるだけ安価な料金でというところ

はイメージをしているところでございますが、や

はり周辺部からある程度町なかの拠点に来ると

いうところについては、交通弱者、高齢者の方が

利用しやすいというようなところで、なかなかバ

スではこれまでも厳しいというようなところで

デマンド交通というものを導入したというよう

な経過がございます。 

  周辺部から町なか、市街地に入ってくるという

ものについては、やはり一番使いやすい、交通弱

者にとって必要な交通体系を今後とも継続して

いくというようなことで、その考え方においては

コンパクトシティーからは外れていないんでは

ないかと考えているところでございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひ今後、先々を考

えたときの、いわゆるコンパクトシティー化をし

ていったときに、それぞれの拠点を結んでいくと

いう公共交通システムについては、米沢の場合は、

非常に実はやりづらいところだと思います。やは

り冬期間の雪という強敵がいますから。 

  そういった中で、その公共交通機関を整備して

いくというのは、非常に難しい問題ではあります

けれども、言ってみれば、これが動脈になるはず

です。その動脈抜きに体の部品をあちこちに置い

ても機能はしないということになると思います

ので、ぜひともこの公共交通システムについては、

デマンド交通も含め、さまざまな形を本市なりの

ところで考えていただきたいというふうに思い

ます。これは要望しておきます。 

  それから、続いてなんですけれども、都市機能

の誘導区域のほかに、居住誘導区域というのもご

ざいました。残念ながら先ほどの建設部長のお話

の中では、具体的にやはりこれを何かしらどうこ

うというのは非常に難しいと。やはり米沢の場合

はこれだけの広さがあって、しかも、いわゆる基

幹産業と言ってもいい農業が盛んなところです

ので、農業するのに町場でやってくれというのは、

はなから話にならないことです。当然そういった

ところでやらなくてはならないと。これらも並行

して考えていくということになると思います。 

  ただ、やはり先ほどのＤＩＤじゃないですけれ

ども、真ん中がどんどん、どんどん減っていく。

でも、実は米沢市には歴史的価値のある、しかも

観光資源でもある上杉神社、松が岬公園が、まち

の真ん中にあるわけです。 

  そういったところから含めても、これから先の

ことを考えれば、やはり中心部にはある程度人に

も住んでもらわないと困るということになると

思います。 

  それを考えた場合に、実は私は自分も住んでい

て感じるんですけれども、税制上の違い、わかり

やすく言えば固定資産税です。固定資産税に関し

て言うと、米沢市は今たしか標準税率でやってい

るかと思うんですけれども、それが言ってみれば

郊外も市街地も同様です。 

  ただし、課税標準額が違いますので、評価額が
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違いますから、当然その税金が違ってくると。は

っきり言えば、中心部のほうが高いということに

なります。 

  そこにおいて、私この間のセミナーでも、そう

いった部分で、何とか国のほうでも税制について

何らかのインセンティブを、言ってみれば町なか

に居住誘導をさせるということにおいて、何らか

の税制上のインセンティブをとれないのかとい

う話をしたところ、残念ながら小林課長は、なか

なかそれは難しいよというお答えをされており

ましたけれども、本市としてそういった税制上、

もしくは補助制度、さまざまあるかと思いますけ

れども、そういった部分において、何らかの居住

誘導を図っていく上でインセンティブを考えら

れないものなのでしょうか。その辺はいかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 税制の観点から申し上げます

と、昨日の相田克平議員への答弁とかぶるわけで

ございますが、現時点では、居住集約のための税

制の特例措置は地方税法上ございませんので、現

時点では、そのような特例措置を設けるのはでき

ないものと考えております。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） というような答えを

私も実は小林課長からいただいたんですけれど

も、私このタブレットって便利なものだなと思う

んですけれども、これでさまざまな関連事項のと

ころを調べていったところ、実際にこれ出された

のは平成29年度だと思うんですけれども、正式名

称を言います。平成30年度地方税制改正（税負担

軽減措置等）要望事項というものが各省庁間で行

われていたのであります。 

  ここで私が発見したのは、国土交通省が総務省

に対して出したものです。これを見ますと、非常

に細かく書いてあるんですけれども、いわゆる立

地適正化に基づく居住誘導区域内、または都市機

能誘導区域内において、地権者がいるわけですの

で、その方と自治体とが協定を結んだ。そうなれ

ば、その地権者が持っている土地の課税標準額を

２分の１に軽減してくれという要望を国土交通

省が総務省に出していたというのが出ていまし

た。 

  なものですから、私喜び勇んで先ほど総務部長

と総務課長にこういうのがあるので、ちょっと調

べてくれというふうに申し上げましたので、これ

からその答えが出てくると思うんですけれども、

このようにして、国のほうとしても、国土交通省

ですけれども、何とか居住誘導、都市機能を誘導

するために税制の改正をお願いしたいと言って

いる状況にあります。 

  きのう相田議員の質問に答えて、後藤総務部長

は、立地適正化計画がこれから全国でどんどん、

どんどん策定されていくというその進む中で、税

制改正があるかどうか注視していくというよう

な御答弁もされておりました。 

  まさにこういったものがこれから出てくる、も

しくは既に出ているのかというところだと思い

ますけれども、先ほどとりあえず事前に聞かせて

いただきましたので、この税制改正について、現

在どのようになっているのかお知らせください。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 午前中、このお話を承りまし

たので、その後確認させていただきました。先ほ

ど述べられた国交省が総務省に出した要望につ

きましては、平成29年度中に要望を出されまして、

平成30年度に既に法律が改正されておりました。 

  中身でございますが、簡単になかなか伝えにく

いわけではございますが、利用の低い低未利用地、

空き地などを、地権者の合意によって都市再生推

進法人、これは地域のまちづくりを担う法人とし

て市町村が指定するものでございますが、その法

人が立地誘導促進施設、例えば道路・通路、公園

の土地として整備、管理する場合には、その課税

標準を最初の３年間３分の２とする措置を講じ

るものでございます。したがいまして、いわゆる
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居住誘導を図るためのものではないようでござ

います。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 私これを見つけたと

きには喜び勇んで行ったんですけれども、こちら

の要望した、国土交通省が要望した中身では、は

っきりと居住誘導区域も入っているんです。その

ほかに都市機能誘導区域、こちら両方について何

とかできないかということを言っていたところ

があったんですけれども、残念ながら、今現時点

で、実際に改正がなされて制度化されているのは、

言ってみれば都市機能の部分において共同でそ

こで未利用地を使っていくというときにだけ３

分の２にしますよという、期間限定でしますよと

いうことのようです。 

  ただ、私思うんですけれども、国の中央の省庁

ですらやはりその必要性を感じているわけです

よね、これは。単に居住誘導をするのに、なるべ

く町なかに、今度は戻ってきてくださいよと言っ

ているのに、そこに言ってみれば、先ほど私も言

いました。子供ができたので、一戸建ての家を郊

外に建てました。35年ローンでつくりましたと言

っている人たちが住んでいる。実際に住んでいら

っしゃる方がいらっしゃるにもかかわらず、そう

いった方に戻ってきてくれなんて言ったって、そ

れは当然できない話です。 

  ただ、ローンも終わって、老後の生活どうしよ

うかなと思っている方々もいらっしゃるわけで

す。そういった方々に対して、じゃあ、もうそろ

そろこっちに戻ってきてもいいんじゃないかと

言ったときに、やはり何かしらの政策を打たない

と、ただもの来てくれはない話ですし、そこにお

いては国も税制改正を打ってでも何とかできな

いかと考えているのは、やはり間違いないと思い

ます。 

  税制改正については、残念ながら固定資産税、

確かに米沢市に入ってきますけれども、それ自体

を改正するのはやはり国です。これに対しては、

せんだっての話もありましたけれども、私は地方

から声を上げていくべきだと思います。 

  地方でコンパクトシティーやれよと、立地適正

化計画つくれよと国は簡単に言ってきますけれ

ども、それぞれの地方の実情があるわけです。そ

の実情に応じて、じゃあ、やってくれよと、やら

せてくれよというのであれば、それを私は地方か

ら声を上げていくべきじゃないのかと思います。 

  これについては、最終的には市長が、よし、わ

かったと。俺が言ってくるというふうになるのか、

それともこの辺の市町村をまとめていくのか、そ

れはさまざまなやり方があると思いますけれど

も、私はそういったことも必要ではないかなとい

うふうに思います。ぜひとも今後のまちづくり、

コンパクトシティーということを考えた場合に

は、そういった部分も含めて考えていただきたい

というふうに思います。 

  では、続きまして、幼児教育・保育の無償化で

す。こちらについてお尋ねします。 

  こちらも、私も基本的には賛成なんです。無償

化になるんであれば、どんどんやっていただきた

いなと当初思っていました。いろいろ調べていく

うちに、いや、これそう簡単には、やはり先ほど

のことと同じです。米沢には米沢の事情があるん

で、それを国が、じゃあ来年からこれやってねと

気楽に言われても、本当にこれが即座に受け入れ

て浸透できるものなのかどうなのかというのが、

ちょっと疑問になったものですから、お聞きした

わけですけれども、先ほどの小関部長のお話によ

りますと、３歳から５歳児、1,758名いて、その

うちもう1,700名が既に利用していると、96.7％

が利用しているというところからいけば、実質的

にこれからその残りの方々が全員来られたとし

てもというところだとは思います。 

  ただし、これ期間限定の政策では今のところな

いはずですよね。来年の10月に入れるけれども、

時の政権の期間だけであとやめるので、今のうち

だよという話ではないはずです。そうなった場合
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には、やはり将来予測というのが必要になってく

ると思います。 

  先ほどの３歳から５歳児のところもありました

けれども、住民税の非課税世帯、ゼロ歳から２歳

児に関しては、こちらのほうも対応しますとなっ

ていたわけです。こちらの部分について何か、当

然だと思いますけれども、具体的な数値を持って

予測されているものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ３歳児未満の予測であり

ますが、大変難しいものがあるというふうに考え

ております。国のほうで女性の就労率について、

それと保育の関係についての推計を出しており

ますが、女性の就労率が80％になった場合、保育

を必要とする子供は60％になるというふうに推

計しているようです。 

  平成27年の国勢調査において、20歳から44歳ま

での女性の就労率につきましては、本市で約80％

というふうになってございます。同時期の１歳児、

２歳児の保育所等の利用率は約63％ということ

で、国の推計とほぼそのとおりになっているとい

った状況であります。 

  ことしの４月の利用状況では、その63％がさら

に３％ほど伸びてございます。それで、本市の女

性の就労率については、既に80％を超えているも

のだというふうに推測しているところでありま

す。このまま就労率が上がれば、保育を必要とす

る方々がふえるものとも考えられるわけなんで

すが、80％からどの程度ふえていくのかといった

ところがやはり悩ましいところなんじゃないの

かなというふうに考えています。 

  女性が、どの程度の方がふえるかというふうな

ことで、利用者が何％ふえていくかというような

ところについては、やはり現時点で考えますに、

限定的なものになるんじゃないのかなというふ

うに考えているところであります。 

  さらに、女性が就労することで、その世帯全体

の収入が上がって増加するというふうなことも

見込まれますので、そういったことも考えていく

必要があると思います。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） そうですね。３歳児

未満ということになると、おぎゃあと生まれた瞬

間からもう対象になるわけですので、そのおぎゃ

あと生まれる赤ちゃんの数だって、ここだけは残

念ながら予測が非常に難しい。 

  ただし、残念ながら今までのデータを見ると、

米沢市は500を超えたり、切ったりというところ

がここ数年続いているわけですけれども、それが

どうなっていくのかというところも、当然予測の

対象になると思います。 

  あと、今部長がおっしゃったとおり、働く女性

がふえればふえるほど、これは当然必要になって

くる部分だと思います、保育というのは。人口が

減っていけば、きょうの質問の中でもどなたか言

っていらっしゃったかと思いますけれども、生産

年齢人口というのが、間違いなくそこが減ってい

くんですね。 

  そうなれば、女性も働いていかないと世の中は

成り立っていかないということになりますので、

その部分については、当然その予測が必要になっ

てくると思います。 

  ただし、今、先ほどの壇上の答弁の中で、１号

認定から２号認定に移行される人がふえるかも

しれないと。実はこれが、市内の保育園どこで聞

いても一番そこが、言ってみれば恐怖の的ですよ

ね。一気に11時間に保育時間が延びるということ

は、そこを担当できる人を埋めないと対応ができ

ないと。 

  今はさまざまな制度がいろいろ出てきて、みな

し保育であるとか、そういったところも使って、

看護師さんにも手伝ってもらってやるとか、そこ

までやってやりくりをしているという状況にあ

ります。 

  そんな中で、果たしてみんな１号認定から２号

認定に移行される数が読めないというのはある
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かもしれませんけれども、万が一これが皆移行さ

れたら、人数とか、対応とかできるものなんでし

ょうかね。その辺どう見ていらっしゃいますでし

ょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 議員御心配のとおり、私

も大変難しいことになるのかなというふうに考

えております。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 私と一緒に悩んでも

困るので、ぜひとも当局にはそういった部分、当

然保育園側からもさまざまな相談が出てくると

思います。当然そして保護者のほうからも相談が

ふえると思われます。そういった部分においては、

共同通信のアンケートじゃないですけれども、各

自治体そこのところも含めて悩みの種だと言っ

ているんだと思います。そういった部分を含めて

対応というのがそこにかかってくると思ってい

ます。 

  ぜひとも、本当にこれ健康福祉部だけに押しつ

けて恐縮なんですけれども、残念ながらこども課

がある以上は、そこで対応せざるを得ないという

ところがあると思いますので、来年10月までの間

に、そういった予測も含めてさまざまな対応をシ

ミュレーションかけていただいて、準備をしてい

ただきたいというふうに思いますので、一緒に悩

んでいますというだけじゃなくて、せめてその辺

のやる気のある御返事だけを頂戴できればと思

いますので、よろしくお願いします。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 なかなか難しい予測にな

るとは思いますが、予測の上で必要な策を打って

いければというふうに考えております。 

○島軒純一議長 以上で16番海老名悟議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  これにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１５分 散  会 

 


